
JP 4918218 B2 2012.4.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工程管理機能モジュール、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管理機能モジ
ュールを有したホストコンピュータを備えた作業の工程管理システムであって、
　前記各モジュールは、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程
管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース及び工程管理機能／手順管理機能イ
ンタフェースによりリンクされて各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能と
されており、前記各インタフェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能
のソフトウエアモジュールを、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げる
ことがなく、リンクした各管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを
可能とし、起動を可能とされており、
　前記ホストコンピュータには、複数の作業者用コンピュータが通信媒体を介して接続さ
れる構成となっており、前記ホストコンピュータは、前記工程管理機能モジュール及び前
記手順管理機能モジュールによって生成され計画された複数の資産の複数の作業手順を複
数の作業者用コンピュータに対する作業命令として指示し、前記作業者用コンピュータは
、作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールを備えており、前記ホストコンピュー
タによって当該作業者用コンピュータに指示された作業命令を取り込むものであり、
　そのために、前記ホストコンピュータの工程管理機能モジュールのリポジトリには、固
有のジョブ識別ＩＤにより割り当てられた個々の資産に対する作業の工程管理情報が複数
の作業者に対して格納されており、当該ジョブ識別ＩＤは、本工程管理システムにおいて
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固有の１個が割り当てられており、前記複数の作業者用コンピュータに対する工程管理情
報として前記ジョブ識別ＩＤ毎に、作業対象の資産識別、作業を行う作業者、及び作業日
時に加えて作業手順識別ＩＤが指示されており、
　前記ホストコンピュータの手順管理機能モジュールのリポジトリには、前記ジョブ識別
ＩＤによって指示されている前記作業手順識別ＩＤの作業手順が格納されており、
　さらに、前記ホストコンピュータのヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリ
には、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた図面等のヴィジュアル情報がサポート情報
として格納されており、
　前記ホストコンピュータでは、前記工程管理機能モジュールにより、所定期日に作業す
べき保守管理の作業が前記ジョブ識別ＩＤ毎に資産識別、時刻、作業者、作業手順識別が
計画されており、前記作業者用コンピュータに作業者がログインすることにより、当該作
業者の作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールが起動されて、当該作業者用コン
ピュータの手順管理機能モジュールは通信媒体を介して接続されている前記ホストコンピ
ュータで起動している前記工程管理機能モジュール及び前記手順管理機能モジュールを用
いて、前記ホストコンピュータの前記手順管理モジュールのリポジトリから前記作業者用
コンピュータの手順管理機能モジュールに当該作業者のジョブ識別ＩＤが割り当てられた
当日の作業命令が取り込まれて、割り当てられた前記作業命令のリストが所持されると共
に、
　前記ホストコンピュータは、前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールの機能を用いて
、前記ホストコンピュータから指示された前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた図面等
のヴィジュアル情報がサポート情報として前記作業者用コンピュータへ提供されるように
構成されている
ことを特徴とする作業の工程管理システム。
【請求項２】
　請求項１記載の工程管理システムにおいて、前記ホストコンピュータは、さらに専門家
スタッフ用の遠隔クライアントコンピュータに接続されており、
　前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリには
、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた映像クリップ、アニメーション、画像等のヴィ
ジュアル情報がサポート情報として格納されており、
　前記専門家スタッフ用の遠隔クライアントコンピュータに、前記資産識別ＩＤ、ジョブ
識別ＩＤ、手順識別ＩＤが含まれるステータス情報が渡され、前記ヴィジュアル情報管理
機能モジュールを用いて前記受け取ったステータス情報を前記ホストコンピュータに渡す
ことにより、前記遠隔クライアントコンピュータ上において、前記作業者用コンピュータ
と同じ画面を見ることができるように構成し、遠隔地に居る専門家スタッフによる作業支
援を可能とした
ことを特徴とする作業の工程管理システム。
【請求項３】
　請求項１記載の工程管理システムにおいて、前記ホストコンピュータは、工程管理機能
モジュール、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管理機能モジュールに加えて
書式管理機能モジュールを有しており、
　前記各モジュールは、工程管理機能／書式管理機能インタフェース、手順管理機能／書
式管理機能インタフェース、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、
工程管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程管理機能／手順管理機能
インタフェース及びヴィジュアル情報管理機能／書式管理機能インタフェースによりリン
クされて、各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能とされており、各インタ
フェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能のソフトウエアモジュール
を、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げることがなく、リンクした各
管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを可能とし、起動を可能とさ
れており、
　前記書式管理機能モジュールは、作業者の行うべき作業手順が完了すると、作成が必要
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な書式に書き込みが要求されるデータを前記ホストコンピュータに書き込むように構成さ
れており、
　前記書式管理機能モジュールのリポジトリには、作成が必要とされる書類の書式を記録
蓄積した電子書式フォーマットが格納されており、
　前記各機能モジュールが前記各インタフェースによりリンクされていることにより、前
記書式管理機能モジュールが記録蓄積された前記電子書式フォーマットを用いて、前記工
程管理機能モジュール、前記手順管理機能モジュール、前記ヴィジュアル情報管理機能モ
ジュール内で収集されたデータ及びそれからエクスポート又は抽出されたデータを結合す
ることにより、データを書き込んだ状態で既存の紙ベース書式を自動作成するように構成
した
ことを特徴とする作業の工程管理システム。
【請求項４】
　工程管理機能モジュール、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管理機能モジ
ュールを有したホストコンピュータを備えた工程管理システムを用いた作業の工程管理方
法であって、
　前記各モジュールは、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程
管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース及び工程管理機能／手順管理機能イ
ンタフェースによりリンクされて各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能と
されており、前記各インタフェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能
のソフトウエアモジュールを、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げる
ことがなく、リンクした各管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを
可能とし、起動を可能とされており、
　前記ホストコンピュータには、複数の作業者用コンピュータが通信媒体を介して接続さ
れる構成となっており、
　前記ホストコンピュータの前記工程管理機能モジュールのリポジトリには、固有のジョ
ブ識別ＩＤにより割り当てられた個々の資産に対する作業の工程管理情報が複数の作業者
に対して格納されており、当該ジョブ識別ＩＤは、本工程管理システムにおいて固有の１
個が割り当てられており、前記複数の作業者用コンピュータに対する工程管理情報として
前記ジョブ識別ＩＤ毎に、作業対象の資産識別、作業を行う作業者、及び作業日時に加え
て作業手順識別ＩＤが指示されており、かつ、前記作業者用コンピュータは、作業者用コ
ンピュータの手順管理機能モジュールを備えるものであり、
　前記ホストコンピュータの前記手順管理機能モジュールのリポジトリには、前記ジョブ
識別ＩＤによって指示されている前記作業手順識別ＩＤの作業手順が格納されており、
　前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリには
、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた図面等のヴィジュアル情報が格納されており、
　以上の構成の工程管理システムを用いて、前記ホストコンピュータの前記工程管理機能
モジュール及び前記手順管理機能モジュールによって複数の資産の複数の作業手順を複数
の作業者用コンピュータに対する作業命令が生成され計画されると、該生成され計画され
た作業命令が指示され、
　前記ホストコンピュータに接続された前記作業者用コンピュータに作業者がログインす
ることにより、当該作業者の作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールが起動され
て、当該作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールは、通信媒体を介して接続され
ている前記ホストコンピュータで起動している前記ホストコンピュータの前記工程管理機
能モジュール及び前記手順管理機能モジュールを用いて、前記ホストコンピュータの前記
手順管理機能モジュールのリポジトリから、前記ジョブ識別ＩＤにより指示された前記作
業手順識別ＩＤに関連づけられた当日の作業命令が取り込まれ、割り当てられた前記作業
命令のリストが所持され、さらに、前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理
機能モジュールの機能を用いて、前記ホストコンピュータから前記作業手順識別ＩＤと関
連づけられた図面等のヴィジュアル情報が提供される
ことを特徴とする作業の工程管理方法。
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【請求項５】
　請求項４記載の工程管理方法において、前記ホストコンピュータは、さらに専門家スタ
ッフ用の遠隔クライアントコンピュータに接続されており、
　前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリには
、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた映像クリップ、アニメーション、画像等のヴィ
ジュアル情報が格納されており、
　前記専門家スタッフ用の遠隔クライアントコンピュータに、前記資産識別ＩＤ、ジョブ
識別ＩＤ、手順識別ＩＤが含まれるステータス情報が渡され、前記遠隔クライアントコン
ピュータ上において、前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールを用いて前記受け取った
ステータス情報を前記ホストコンピュータに渡すことにより、前記作業者用コンピュータ
と同じ画面を表示させて、遠隔地に居る専門家スタッフによる作業支援を可能とした
ことを特徴とする作業の工程管理方法。
【請求項６】
　請求項４記載の工程管理方法において、前記ホストコンピュータは、工程管理機能モジ
ュール、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管理機能モジュールに加えて書式
管理機能モジュールを有しており、
　前記各モジュールは、工程管理機能／書式管理機能インタフェース、手順管理機能／書
式管理機能インタフェース、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、
工程管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程管理機能／手順管理機能
インタフェース及びヴィジュアル情報管理機能／書式管理機能インタフェースによりリン
クされて、各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能とされており、各インタ
フェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能のソフトウエアモジュール
を、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げることがなく、リンクした各
管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを可能とし、起動を可能とさ
れており、
　前記書式管理機能モジュールにより、作業者の行うべき作業手順が完了すると、作成が
必要な書式に書き込みが要求されるデータを前記ホストコンピュータに書き込むようにし
、
　前記書式管理機能モジュールのリポジトリには、作成が必要とされる書類の書式を記録
蓄積した電子書式フォーマットが格納されており、
　前記各機能モジュールが前記各インタフェースによりリンクされていることにより、前
記書式管理機能モジュールが記録蓄積された前記電子書式フォーマットを用いて、前記工
程管理機能モジュール、前記手順管理機能モジュール、前記ヴィジュアル情報管理機能モ
ジュール内で収集されたデータ及びそれからエクスポート又は抽出されたデータを結合す
ることにより、データを書き込んだ状態で既存の紙ベース書式を自動作成する
ことを特徴とする作業の工程管理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工程管理機能モジュール、手順管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理
機能モジュール、書式管理機能モジュールの４つの管理機能ソフトウエアモジュールから
適宜モジュールを組み合わせ、その組み合わせを変更して資産の規模に応じた保守管理又
は検査システムを容易に構築することができるように構成した資産の保守管理又は検査シ
ステム及びその方法に関する。
【０００２】
　特に、本発明は各種プラントや機器、装置等の資産のメンテナンス作業の際に、モバイ
ル型のコンピュータを携帯して、サーバ側の工程管理に従って画面に作業手順を掲示した
り、必要に応じて図面や作業履歴等のデータをタイムリーに表示したり、遠隔地に居る専
門家スタッフの指示を仰いだり、メンテナンス作業や検査の結果を現場の画像と共に任意
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のフォームに記録してドキュメントのデータ化を図ることもできる資産の保守管理又は検
査システム及びその方法に関する。
【０００３】
　本発明は、一般的には、資産の保守管理又は検査システム及びその方法に関する。具体
的には、本発明は、資産の保守管理又は検査作業命令を管理して追跡するために使用され
る自動化及びコンピュータ化された保守管理又は検査管理システム及びその方法に関する
。
【背景技術】
【０００４】
　本発明は、本件特許出願時には未公開であるが、既に同一出願人による出願中の先願で
ある特願２００４－５６６７４号において出願した「保守及び検査システムと方法」の更
なる改良発明であるので、基幹部分は共通する部分が多い。従って、当該先願と共通する
説明は引用しながら、本願における特徴的な発明を説明する。
【０００５】
　本明細書においては、各用語を以下のように定義して用いるものとする。
【０００６】
　「資産」とは、本発明の保守管理又は検査システム及びその方法を適用する保守管理又
は検査対象の各種プラントや機器、装置等の資産を意味する。資産は規模によりその態様
を分類することができ、大規模の資産としては原子力発電所やごみ焼却プラント等があり
、中規模の資産としてはマシニングセンタや押出し成形ライン等があり、小規模の資産と
してはコピー機や空調装置等がある。
【０００７】
　「保守管理」とは、資産の設計／製造段階で予め計画された通りの性能、品質、サービ
ス等が資産を通して継続的に提供できるよう、その資産を管理し維持していくために、工
程管理及び保守手順管理を含んだ資産のマネジメントを意味する。大規模資産の保守管理
では、工程管理を含めたマネジメントの達成を要求され、中規模資産の保守管理では、手
順管理を中心としたマネジメントが要求され、小規模資産の保守管理では、主に個々の資
産の保守／保全管理状態を記録した点検記録簿の作成を中心とした作業が要求される。ま
た点検記録簿の作成は、小規模資産の保守管理にだけではなく、大規模資産及び中規模資
産の保守管理においても有効なものである。
【０００８】
　「第１のコンピュータ」とは、センター側のコンピュータ或いはホストサーバであり、
大きなシステムであれば、それが階層的に構成されることもある。その階層構造は、例え
ば、「現地サーバ（或いはサイトサーバ）」→「事業所サーバ」→「本社マスターサーバ
」のように構成される。ここでは、「現地サーバ（或いはサイトサーバ）」及び「事業所
サーバ」を複数備えている場合もある。つまり、複数の現地サーバが存在する場合とは、
各地に点在した廃棄物焼却プラント等であり、複数の事業所サーバとは、本社を東京に置
き、大阪、名古屋、仙台、広島に支所としての事業所サーバを設置する場合である。
【０００９】
　「第２のコンピュータ」とは、クライアントである遠隔ユーザ側のコンピュータであり
、通常は、資産を管理する作業者が現場において携帯するモバイルコンピュータである。
当然のこと、ユーザ側のコンピュータは作業者の数に応じて備えることになる。場合によ
っては、現場事務所に設置されたデスクトップのコンピュータを含む。
【００１０】
　「ユーザ」とは、遠隔地にある第２のコンピュータを使用する者であり、検査保守の作
業者と専門家スタッフの場合がある。これらのどちらかを意識しないで用いるときは単に
「ユーザ」として用い、どちらかを意識するときは「作業者」或いは「専門家スタッフ」
として用いる。
【００１１】
　「モジュール」或いは「ソフトウエアモジュール」とは、情報／データの処理を定めら
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れた手順で実行する為の、手順をコンピュータのプログラム言語にて記述し、コンピュー
タ上で実行できるように構成したひとまとまりの処理の固まりであり、単体で実行可能な
コンピュータアプリケーションプログラムを構成する部分要素である。一つのモジュール
単体で起動／実行可能なコンピュータプログラムの形を取る場合も有るし、複数のモジュ
ールが結合されてひとつのコンピュータプログラムの形を取る場合もある。
【００１２】
　本発明の「保守管理又は検査システム」は、以下のソフトウエアモジュールを有機的に
結合又はリンクしたものであり、各ソフトウエアモジュールは以下のとおりである。ただ
し、各ソフトウエアモジュールは、例示した特定のソフトウエアモジュールに限るもので
はなく、本発明において要求される機能を備えていれば足りるものである。
【００１３】
　従来、資産の保守管理又は検査システムとしては、通常ＣＭＭＳ（Computerized　Main
tenance Management Systems）と称されるコンピュータ保守管理システムが知られている
。このＣＭＭＳは、近代的なプラント及び設備からの要求を満足させるために、コンピュ
ータによって資産の工程管理をし、検査、保守及び修理を企画或いは計画するためのツー
ルである。このＣＭＭＳソフトウエアは、資産に関する情報（例：業務上必要な知識、ツ
ール、データベース等）を使用して、そのような資産の保守、修理、及び検査を計画する
。ＣＭＭＳソフトウエアは、保守活動が必要な時に、その保守作業を担当する作業担当者
に通知し、必要な保守活動の実行を計画し、それを追跡するために使用される。ＣＭＭＳ
は、一般的には、工程管理機能、作業管理機能、設備管理機能、資材管理機能、在庫管理
機能等の機能から構成されているが、本発明においては、主に工程管理機能、作業管理機
能及び設備管理機能を利用し、本明細書においては、この機能のソフトウエアモジュール
を「コンピュータ保守管理システム」或いは「工程管理機能モジュール」と表現する。
【００１４】
　ＣＭＭＳソフトウエアの具体例としては、米国マサチューセッツ州ケンブリッジ所在の
プロジェクト・ソフトウエア・アンド・ディベロップメント・インコーポレーテッドから
提供される「ＭＡＸＩＭＯ」（登録商標）システム、米国サウスカロライナ州グリーンビ
ル所在のデータストリームから提供される「ＤＡＴＡＳＴＲＥＡＭ　７ｉ」（登録商標）
、及び、米国カリフォルニア州サンフランシスコ所在のインダス・インターナショナルか
ら提供される「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」（登録商標）、又はその他の任意の適切なソフトウエ
アパッケージが利用可能である。
【００１５】
　また、ＥＰＳＳ（Electronic Performance Support　Systems）と称される電子実行サ
ポートシステムも知られている。このＥＰＳＳは、実行可能で前後関係が明確にされた専
門的知識及び作業指針を作業員に対して、その作業場所においてオンデマンドで提供する
ことにより、作業の質と速度の両方を改善するソフトウエア・アプリケーションである。
このＥＰＳＳは、手順、機器の略図、指示動画又はコンピュータ式トレーニング（Comput
er-Based Training）のクリップ、対象作業の経験豊富な専門家からの助言、及び他の情
報源のような多くの形態の技術データを１つの携帯移動式ペーパーレス・ジョブエイドに
統合することによって作業の実行を改善する。再教育トレーニングのクリップのようなマ
ルチメディアは、特定のジョブシーケンスに続くジョブ特異の「タスクベース」クラスタ
で配信される。「実行サポートシステム」は、対話型電子技術マニュアル（Interactive 
Electronic Technical Manuals：ＩＥＴＭ）」と類似しているが、特定のタスクとジョブ
の役割に合わせた、より豊富な情報リソースをユーザに提供する。本発明においては、主
に手順管理機能を利用し、本明細書においては、この機能のソフトウエアモジュールを「
電子実行サポートシステム」或いは「手順管理機能モジュール」と表現する。
【００１６】
　「ＥＰＳＳ」ソフトウエアの例としては、米国バージニア州アナンデール所在のＲＥＩ
・システムズから提供される「ＭＡＩＮＴ－Ｘ」（登録商標）、米国ウイスコンシン州ミ
ルウォーキー所在のアップストリーム・ディベロップメント・ＬＬＣから提供される「Ｋ
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ｎｏｗｌｅｄｇｅ　Ｓｔｒｅａｍ」（登録商標）、及び、米国カリフォルニア州サンホゼ
所在のオートメーション・テクノロジー・インコーポレーテッドから提供される「ＡＷＡ
ＲＥ」（登録商標）、又はその他の任意の適切なソフトウエアパッケージが利用可能であ
る。
【００１７】
　さらに、ＶＭＳ（Video Messaging Systems）と称される映像メッセージ伝達システム
が知られている。このＶＭＳは、現場の技術者が現場にいない専門家からサポートを受け
ることができるソフトウエア・アプリケーションである。これらのソフトウエアソリュー
ションの特徴には、生の音声／映像移送に加えて、同時遠隔／ホストリアルタイム映像ア
ノテーション（注記マーク）、画像目録及びアノテーション、音声対話、ファイル転送、
並びに文書共有を含む、リアルタイムの対話ツールが含まれる。付加的な文書機能には、
映像、テキスト、及び記号上のビデオキャプチャーと音声のためのアノテーションとが含
まれる。本明細書においては、この機能のソフトウエアモジュールを「映像メッセージ伝
達システム」或いは「ヴィジュアル情報管理機能モジュール」と表現する。
【００１８】
　「ＶＭＳ」の例としては、米国テキサス州フレンズウッド所在のオックスフォード・テ
クノロジーズから提供される「遠隔技術支援サポートシステム（Remote Technical Assis
tance Support System：ＲＴＡＳＳ）」（登録商標）、米国ワシントン州シアトル所在の
マイクロソフト・コーポレーションから提供される「ＮｅｔＭｅｅｔｉｎｇ」（登録商標
）、米国カリフォルニア州ロサンゼルス所在のユーザプレーンから提供される「Ｉｎｓｔ
ａｎｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｏｒ」（登録商標）、及び、米国コネチカット州所在のセ
ルリアン・スタジオから提供される「Ｔｒｉｌｌｉａｎ　Ｐｒｏ」（登録商標）、又はそ
の他の任意の適切なソフトウエアパッケージが利用可能である。
【００１９】
　さらに、ＦＭＳ（Forms Management System）と呼ばれる書式管理システムは、電子書
式をＣＭＭＳ又はＥＰＳＳ内で収集されたデータ及びそれからエクスポート又は抽出され
たデータと結合することにより、データを書き込んだ状態で既存の紙ベース書式を再び作
成する自動化をサポートする。本明細書においては、この機能のソフトウエアモジュール
を「書式管理システム」或いは「書式管理機能モジュール」と表現する。
【００２０】
　従来は、様々な専門業者がＣＭＭＳ、ＥＰＳＳ、ＶＭＳ又はＦＭＳ機能を備えたソフト
ウエアを提供しているが、それらは独立した形態で提供されている。従って、保守又は検
査のタスクを行う際は、作業者が１つのサポートソフトウエアから次のサポートソフトウ
エアに移らなければならないという、致命的な非能率性がある。これらの別々に分けられ
たソフトウエアを連携させて使用することは、作業者にとって非常に扱いにくいことであ
る。現在、それぞれのソフトウエアを独立して開き、次に、適切な機能的位置とそれぞれ
のコンテント領域にナビゲートすることが要求されている。このためには、様々なウイン
ドウ、メニューシステム及びデータリスト出力のような操作がそれぞれの場面において必
要である。例えば、作業者が所有しているシステムが非対話型又は非統合型であり、１台
の機器を修理するためにトレーニングビデオを見てサポートを必要とする場合には、作業
者は、現在開いている作業命令又は手順リストを閉じるか又は最小化し、トレーニングビ
デオを見るために別のソフトウエアを開く必要がある。
【００２１】
　このような資産の保守管理においては、上記のようなソフトウエアのナビゲーションの
煩雑さに加えて、ほとんどの作業者は、全体的な作業過程の一環として資産のデータの収
集、写真撮影及び紙ベースの書式の書き込みも要求される。そのため、上記ＣＭＭＳ、Ｅ
ＰＳＳ、ＶＭＳ又はＦＭＳなどのソフトウェエアを実行する為のモバイルコンピュータを
持ち運ぶことに加え、紙で用意された記録用紙の束を別に持ち歩く必要が有り、場合によ
ってはこの記録用紙の束は厚さ１０ｃｍ以上ものファイルになることもあり、これらの機
器やファイルを点検ポイントから点検ポイントへ持って移動するのは非常に大変な作業で
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あった。また例えばモバイルコンピュータに表示されるＥＰＳＳの情報の一部の機器番号
や、点検ポイントの名称等をいちいち記録用紙へ書き写す必要があり、一度保守管理の現
場において手書き記録した用紙を、作業後の事務所へ持ち帰り、改めて事務所の卓上コン
ピュータ上で稼働する点検記録を電子的に管理するソフトウエアへ入力し直す必要が有る
等の重複作業を強いられる等、極めて煩雑な作業を要求するものであった。
【００２２】
　以上のように、従来、資産の保守管理システムは多くのシステムとして実現されている
がその中の一つとしては、前記米国サウスカロライナ州グリーンビル所在のデータストリ
ームズ社から提供される「ＤＡＴＡＳＴＲＥＡＭ　７ｉ」（登録商標）が知られている（
非特許文献１）。
【００２３】
【非特許文献１】http://www.wavefront.co.jp/system/d7i/
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　上述のように、従来は、ＣＭＭＳ、ＥＰＳＳ、ＶＭＳ又はＦＭＳ等の機能を備えたソフ
トウエアは提供されているが、それらは独立した形態で提供されていた。そこで、本発明
の目的は、従来の欠点を除いて、工程管理機能モジュール、手順管理機能モジュール、ヴ
ィジュアル情報管理機能モジュール、書式管理機能モジュールの４つの管理機能ソフトウ
エアモジュールから適宜モジュールを組み合わせ、その組み合わせ又はリンクを変更して
資産の規模に応じた保守管理又は検査システムを容易に構築することができるように構成
した、第１のコンピュータと、該第１のコンピュータと情報の相互受け渡しが可能な第２
のコンピュータとによって構成される資産の保守管理又は検査システム及びその方法を提
供することにある。
【００２５】
　さらに本発明の別の目的は、工程管理機能モジュール、手順管理機能モジュール、ヴィ
ジュアル情報管理機能モジュール、書式管理機能モジュールの４つの管理機能ソフトウエ
アモジュール間での効率的なデータの受け渡しにより、資産の保守管理又は検査を容易に
した保守管理又は検査システム及びその方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の作業の工程管理システムは、工程管理機能モジュール、手順管理機能モジュー
ル及びヴィジュアル情報管理機能モジュールを有したホストコンピュータを備えた作業の
工程管理システムであって、
　前記各モジュールは、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程
管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース及び工程管理機能／手順管理機能イ
ンタフェースによりリンクされて各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能と
されており、前記各インタフェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能
のソフトウエアモジュールを、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げる
ことがなく、リンクした各管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを
可能とし、起動を可能とされており、
　前記ホストコンピュータには、複数の作業者用コンピュータが通信媒体を介して接続さ
れる構成となっており、前記ホストコンピュータは、前記工程管理機能モジュール及び前
記手順管理機能モジュールによって生成され計画された複数の資産の複数の作業手順を複
数の作業者用コンピュータに対する作業命令として指示し、前記作業者用コンピュータは
、作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールを備えており、前記ホストコンピュー
タによって当該作業者用コンピュータに指示された作業命令を取り込むものであり、
　そのために、前記ホストコンピュータの工程管理機能モジュールのリポジトリには、固
有のジョブ識別ＩＤにより割り当てられた個々の資産に対する作業の工程管理情報が複数
の作業者に対して格納されており、当該ジョブ識別ＩＤは、本工程管理システムにおいて
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固有の１個が割り当てられており、前記複数の作業者用コンピュータに対する工程管理情
報として前記ジョブ識別ＩＤ毎に、作業対象の資産識別、作業を行う作業者、及び作業日
時に加えて作業手順識別ＩＤが指示されており、
　前記ホストコンピュータの手順管理機能モジュールのリポジトリには、前記ジョブ識別
ＩＤによって指示されている前記作業手順識別ＩＤの作業手順が格納されており、
　さらに、前記ホストコンピュータのヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリ
には、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた図面等のヴィジュアル情報がサポート情報
として格納されており、
　前記ホストコンピュータでは、前記工程管理機能モジュールにより、所定期日に作業す
べき保守管理の作業が前記ジョブ識別ＩＤ毎に資産識別、時刻、作業者、作業手順識別が
計画されており、前記作業者用コンピュータに作業者がログインすることにより、当該作
業者の作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールが起動されて、当該作業者用コン
ピュータの手順管理機能モジュールは通信媒体を介して接続されている前記ホストコンピ
ュータで起動している前記工程管理機能モジュール及び前記手順管理機能モジュールを用
いて、前記ホストコンピュータの前記手順管理モジュールのリポジトリから前記作業者用
コンピュータの手順管理機能モジュールに当該作業者のジョブ識別ＩＤが割り当てられた
当日の作業命令が取り込まれて、割り当てられた前記作業命令のリストが所持されると共
に、
　前記ホストコンピュータは、前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールの機能を用いて
、前記ホストコンピュータから指示された前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた図面等
のヴィジュアル情報がサポート情報として前記作業者用コンピュータへ提供されるように
構成されていることを特徴とする。
 
【００２７】
　本発明の作業の工程管理システムにおいては、前記ホストコンピュータは、さらに専門
家スタッフ用の遠隔クライアントコンピュータに接続されており、
　前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリには
、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた映像クリップ、アニメーション、画像等のヴィ
ジュアル情報がサポート情報として格納されており、
　前記専門家スタッフ用の遠隔クライアントコンピュータに、前記資産識別ＩＤ、ジョブ
識別ＩＤ、手順識別ＩＤが含まれるステータス情報が渡され、前記ヴィジュアル情報管理
機能モジュールを用いて前記受け取ったステータス情報を前記ホストコンピュータに渡す
ことにより、前記遠隔クライアントコンピュータ上において、前記作業者用コンピュータ
と同じ画面を見ることができるように構成し、遠隔地に居る専門家スタッフによる作業支
援を可能としたことを特徴とする。
 
【００２８】
　本発明の工程管理システムにおいては、前記ホストコンピュータは、工程管理機能モジ
ュール、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管理機能モジュールに加えて書式
管理機能モジュールを有しており、
　前記各モジュールは、工程管理機能／書式管理機能インタフェース、手順管理機能／書
式管理機能インタフェース、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、
工程管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程管理機能／手順管理機能
インタフェース及びヴィジュアル情報管理機能／書式管理機能インタフェースによりリン
クされて、各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能とされており、各インタ
フェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能のソフトウエアモジュール
を、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げることがなく、リンクした各
管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを可能とし、起動を可能とさ
れており、
　前記書式管理機能モジュールは、作業者の行うべき作業手順が完了すると、作成が必要
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な書式に書き込みが要求されるデータを前記ホストコンピュータに書き込むように構成さ
れており、
　前記書式管理機能モジュールのリポジトリには、作成が必要とされる書類の書式を記録
蓄積した電子書式フォーマットが格納されており、
　前記各機能モジュールが前記各インタフェースによりリンクされていることにより、前
記書式管理機能モジュールが記録蓄積された前記電子書式フォーマットを用いて、前記工
程管理機能モジュール、前記手順管理機能モジュール、前記ヴィジュアル情報管理機能モ
ジュール内で収集されたデータ及びそれからエクスポート又は抽出されたデータを結合す
ることにより、データを書き込んだ状態で既存の紙ベース書式を自動作成するように構成
したことを特徴とする。
 
【００２９】
　本発明は、工程管理機能モジュール、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管
理機能モジュールを有したホストコンピュータを備えた工程管理システムを用いた作業の
工程管理方法であって、
　前記各モジュールは、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程
管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース及び工程管理機能／手順管理機能イ
ンタフェースによりリンクされて各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能と
されており、前記各インタフェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能
のソフトウエアモジュールを、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げる
ことがなく、リンクした各管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを
可能とし、起動を可能とされており、
　前記ホストコンピュータには、複数の作業者用コンピュータが通信媒体を介して接続さ
れる構成となっており、
　前記ホストコンピュータの前記工程管理機能モジュールのリポジトリには、固有のジョ
ブ識別ＩＤにより割り当てられた個々の資産に対する作業の工程管理情報が複数の作業者
に対して格納されており、当該ジョブ識別ＩＤは、本工程管理システムにおいて固有の１
個が割り当てられており、前記複数の作業者用コンピュータに対する工程管理情報として
前記ジョブ識別ＩＤ毎に、作業対象の資産識別、作業を行う作業者、及び作業日時に加え
て作業手順識別ＩＤが指示されており、かつ、前記作業者用コンピュータは、作業者用コ
ンピュータの手順管理機能モジュールを備えるものであり、
　前記ホストコンピュータの前記手順管理機能モジュールのリポジトリには、前記ジョブ
識別ＩＤによって指示されている前記作業手順識別ＩＤの作業手順が格納されており、
　前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリには
、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた図面等のヴィジュアル情報が格納されており、
　以上の構成の工程管理システムを用いて、前記ホストコンピュータの前記工程管理機能
モジュール及び前記手順管理機能モジュールによって複数の資産の複数の作業手順を複数
の作業者用コンピュータに対する作業命令が生成され計画されると、該生成され計画され
た作業命令が指示され、
　前記ホストコンピュータに接続された前記作業者用コンピュータに作業者がログインす
ることにより、当該作業者の作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールが起動され
て、当該作業者用コンピュータの手順管理機能モジュールは、通信媒体を介して接続され
ている前記ホストコンピュータで起動している前記ホストコンピュータの前記工程管理機
能モジュール及び前記手順管理機能モジュールを用いて、前記ホストコンピュータの前記
手順管理機能モジュールのリポジトリから、前記ジョブ識別ＩＤにより指示された前記作
業手順識別ＩＤに関連づけられた当日の作業命令が取り込まれ、割り当てられた前記作業
命令のリストが所持され、さらに、前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理
機能モジュールの機能を用いて、前記ホストコンピュータから前記作業手順識別ＩＤと関
連づけられた図面等のヴィジュアル情報が提供されることを特徴とする。
 



(11) JP 4918218 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

【００３０】
　本発明は、工程管理方法において、前記ホストコンピュータは、さらに専門家スタッフ
用の遠隔クライアントコンピュータに接続されており、
　前記ホストコンピュータの前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールのリポジトリには
、前記作業手順識別ＩＤと関連づけられた映像クリップ、アニメーション、画像等のヴィ
ジュアル情報が格納されており、
　前記専門家スタッフ用の遠隔クライアントコンピュータに、前記資産識別ＩＤ、ジョブ
識別ＩＤ、手順識別ＩＤが含まれるステータス情報が渡され、前記遠隔クライアントコン
ピュータ上において、前記ヴィジュアル情報管理機能モジュールを用いて前記受け取った
ステータス情報を前記ホストコンピュータに渡すことにより、前記作業者用コンピュータ
と同じ画面を表示させて、遠隔地に居る専門家スタッフによる作業支援を可能としたこと
を特徴とする。
 
【００３１】
　本発明は、工程管理方法において、前記ホストコンピュータは、工程管理機能モジュー
ル、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管理機能モジュールに加えて書式管理
機能モジュールを有しており、
　前記各モジュールは、工程管理機能／書式管理機能インタフェース、手順管理機能／書
式管理機能インタフェース、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、
工程管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース、工程管理機能／手順管理機能
インタフェース及びヴィジュアル情報管理機能／書式管理機能インタフェースによりリン
クされて、各モジュール間で対話及びデータ通信することが可能とされており、各インタ
フェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能のソフトウエアモジュール
を、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げることがなく、リンクした各
管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを可能とし、起動を可能とさ
れており、
　前記書式管理機能モジュールにより、作業者の行うべき作業手順が完了すると、作成が
必要な書式に書き込みが要求されるデータを前記ホストコンピュータに書き込むようにし
、
　前記書式管理機能モジュールのリポジトリには、作成が必要とされる書類の書式を記録
蓄積した電子書式フォーマットが格納されており、
　前記各機能モジュールが前記各インタフェースによりリンクされていることにより、前
記書式管理機能モジュールが記録蓄積された前記電子書式フォーマットを用いて、前記工
程管理機能モジュール、前記手順管理機能モジュール、前記ヴィジュアル情報管理機能モ
ジュール内で収集されたデータ及びそれからエクスポート又は抽出されたデータを結合す
ることにより、データを書き込んだ状態で既存の紙ベース書式を自動作成することを特徴
とする。
 
【発明の効果】
【００３４】
　本発明は、資産の保守管理又は検査システムとして必須の機能であるところの工程管理
機能モジュール、手順管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール、書式
管理機能モジュールの４つの管理機能ソフトウエアモジュールから適宜モジュールを組み
合わせてシステムを構成したことにより、管理すべき資産の規模に応じて、容易にシステ
ム構成を構築することができる。
【００３５】
　本発明は、資産の保守管理又は検査システムとして必須の工程管理機能モジュール、手
順管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール、書式管理機能モジュール
の４つの管理機能ソフトウエアモジュールから適宜モジュールを組み合わせてシステムを
構成したことにより、各管理機能ソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しが一元
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的に行え、ホストコンピュータ側とモバイルコンピュータ側で対話的に保守管理作業を達
成するため、保守管理作業の生産性及び効率を上げることができる。
【００３６】
　本発明は、資産の保守管理又は検査システムとして必須の工程管理機能モジュール、手
順管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール、書式管理機能モジュール
の４つの管理機能ソフトウエアモジュールから適宜モジュールを組み合わせてシステムを
構成したことにより、異なる管理機能ソフトウエアモジュール間の情報の受け渡しを効率
的に振り分けることにより、作業者は、夫々の状況に応じて各パッケージをいちいち開い
て適当な機能／コンテント位置にナビゲートする必要もなく、現場での一連の作業の流れ
に沿った形で各モジュールから、いままさに実施している作業に必要な各種情報が作業者
へ提示されるよう、より滑らかに１つの構成要素から次の構成要素に行くことができるの
で、全体的な使用方法が著しく簡略化されて向上する。
【００３７】
　本発明は、それに加えて、保守管理又は検査の作業員が資産に対して作業し、同時に必
要な書式に書き込むことを可能にして、作業者が処理報告等に必要な書式を作成し出力す
る機能を備えることにより、データを電子フォーマットで使用できるようにすることによ
り、データの追跡及び監査機能が改善され、著しい生産性の向上がもたらされる。これに
より、検査後、自動的に報告書を作成でき、作業手順、記録フォーム等従来のデータの流
用も容易となる。
【００３８】
　本発明は、さらに、ヴィジュアル情報管理機能モジュールにより、ホスト側や他の遠隔
地に居る作業者、専門家と処理の履歴及び状態情報を共有できることにより、このシステ
ムにアクセスをする全ての参加者に、特定資産の保守管理作業の現在の状態と現在までの
処理の状況（履歴）とを知らせることによって、複数の作業者へ情報を行き渡らせ、共有
する為の時間が節約される。これにより、全参加者に対して保守管理作業状況を個々に把
握させるために時間を使う必要がなくなるので、生産性が改善されるばかりでなく、現在
の状況に至る作業履歴に関する情報や、専門家より指示を受けたい対象事象や対象物をホ
スト側コンピュータ及び専門家スタッフに的確かつ正確に提供することにより指示の品質
が改善される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　本発明において、典型的な保守管理又は検査の作業者の日常の活動は、ホストコンピュ
ータの工程管理機能モジュール及び手順管理機能モジュールによって計画され、資産ごと
に割り当てられた作業命令によって指示される。ホストコンピュータによって作成された
作業命令は、作業者に対して保守又は検査すべき資産又は機器と実施すべきジョブとを教
える。また、この作業命令は、同時或いは適宜に、単純なステップ又はタスクリスト及び
パーツリストのようなサポート情報を提供することができる。作業命令は、手動で生成す
ることも可能であるが、通常は、ホストコンピュータの工程管理機能モジュール及び手順
管理機能モジュールによって生成され計画することができる。
【００４０】
　本発明では、作業者は、各自に与えられたモバイルコンピュータを使用して、ホストコ
ンピュータから作業命令を取り込み、割り当てられた作業命令のリストを所持することに
なる。作業者は、このリストから当該作業者が現在関わっている作業命令を読み出し又は
選択し、このリスト又は詳細書式から手順管理機能モジュールの機能を起動し、自動的に
作業命令に対する適正な手順を知り、当該資産の保守管理作業に必要な手順のステップを
経ることができる。しかしながら、このような資産の保守管理作業は、今日においては、
必ずしも熟練者によって行われるとは限らない。従って、複雑な検査又は保守のタスクに
対しては、作業者の技術又は経験レベルでは、作業命令によって提供される基本的な情報
が作業命令を完了させるのに十分でない場合がある。このような場合には、作業者は各ス
テップに対して、手順管理機能モジュール及びヴィジュアル情報管理機能モジュールの機
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能を用いて、保守作業に対する追加の説明情報、場所の図面、組立図面、回路図、パーツ
リスト、安全又は健康に関する警告及び注意、映像クリップ、アニメーション、画像など
のようなサポート情報を、あらかじめモバイルコンピュータに受信しておいて、そこから
読み出すか、あるいはモバイルコンピュータを通して、リアルタイムにホストコンピュー
タ側から提供を受けることができる。
【００４１】
　特定の作業命令においては、作業者は、必要な書式にデータ等を書き込むことを要求さ
れる場合がある。このように保守作業の間に紙ベースの書式に書き込むことは、特に面倒
で時間を消費する。本発明では、書式管理機能モジュールを備えていることにより、作業
現場での収集データは、各手順ステップが実行される時に、作業者のモバイルコンピュー
タ上で電子的に収集、書き込むことができる。さらに、作業者は、データが収集されてい
る時に、その完璧性を確認するために、その書式のプレビューを行うこともできる。行う
べき作業手順が完了すると、このデータは、管理検査、承認、出力及び収集データの保管
に対して準備するために、書式管理機能モジュールを用いてホストコンピュータに書き込
むことができる。
【００４２】
　このように書式管理機能モジュールを備えるとことにより、資産の保守管理において作
成が必要とされる書類を、記録蓄積された電子書式フォーマットを用いながら、工程管理
機能モジュール、手順管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール内で収
集されたデータ及びそれからエクスポート又は抽出されたデータと結合することにより、
データを書き込んだ状態で既存の紙ベース書式を再び作成する自動化をサポートするよう
に構成することができる。そのためには、本発明の如く、工程管理機能モジュール、手順
管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュールが第１及び第２コンピュータ
内において各インタフェースによりリンクされていなければならない。
【００４３】
　場合によっては、手順管理機能モジュールによる作業手順の補助でさえ十分でないこと
も予想される。この場合、本発明は、手順管理機能モジュール内部から起動されるヴィジ
ュアル情報管理機能モジュールによる専門家スタッフの指導機能を有している。この専門
家スタッフの指導機能を動作させる時には、現在まで完了した作業ステップの記録と、現
在の作業命令／作業手順のために収集されたデータとが、ヴィジュアル情報管理機能モジ
ュールによって、支援の専門家スタッフの元にあるモバイルコンピュータ上に反映され、
作業者と支援の専門家スタッフとが情報を共有することにより、作業者が現在保守作業の
どのステップにいるか、及びその作業を完了させる方法を素早く判断して指示できるもの
である。作業者と支援の専門家スタッフとが共有する情報には、少なくとも、現在の作業
命令のヘッダ、手順、及びステップの情報が含まれる。この情報はまた、作業者をサポー
トする専門家スタッフが、手順管理機能モジュールを起動し、作業者と同じ手順及びステ
ップを通ることを可能にする。
【００４４】
　本発明を実施するための具体的実施形態としては、モバイルコンピュータ上で作動し、
ＸＭＬ（eXtensible Markup Language）又はカスタムインタフェースを経由して従来の市
販のＣＭＭＳシステムと通信する汎用作業命令インタフェースモジュールを用いることが
可能である。また、ホストコンピュータとの情報の受け渡しにより、モバイルコンピュー
タ上で利用可能な作業命令の配布、処理及び更新を実現させることにより、全体的な作業
命令のサイクルが著しく短縮されて生産性の改善とコスト低減をもたらすことができる。
【００４５】
　本発明の上記目的、利点及び作用効果は、上述の説明で単に簡単に要約されている構造
的特徴と、代表的な添付図面として呈示された図に加えて、以下の詳細な説明及び好まし
い実施形態の説明とを検討することにより当業者にとっては更に明確になるであろう。
【００４６】
　ここで、本発明を図面及び好ましい実施形態を特に参照して以下に説明する。図１は、
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本発明の保守管理又は検査システムを構成するホストコンピュータ１０１とモバイルコン
ピュータ１５０のソフトウエア機能の構成概念図である。ホストコンピュータ１０１は工
程管理機能モジュール１０２、手順管理機能モジュール１０３、ヴィジュアル情報管理機
能モジュール１０４及び書式管理機能モジュール１０５の４つの管理機能モジュールをそ
なえている。各モジュールは、工程管理機能／書式管理機能インタフェース１０６、手順
管理機能／書式管理機能インタフェース１０７、手順管理機能／ヴィジュアル情報管理機
能インタフェース１０８、工程管理機能／ヴィジュアル情報管理機能インタフェース１０
９、工程管理機能／手順管理機能インタフェース１１０及びヴィジュアル情報管理機能／
書式管理機能インタフェース１１１により、各モジュール間で対話及びデータ通信するこ
とができる。各インタフェースは、保守管理作業の途中で随時必要となった管理機能のソ
フトウエアモジュールを、その時その時において、ナビゲートして新たに立ち上げること
がなく、リンクした各各管理機能のソフトウエアモジュール間でのデータの受け渡しを可
能とし、起動を可能とするものである。
【００４７】
　ここで、資産規模に応じた本発明の保守管理又は検査システムの機能概念図を図４に示
す。原子力発電所やごみ焼却設備等の大規模資産においては、多くの作業員が同時に作業
を行って工程管理を含めたマネジメントの達成を要求されることから、資産の検査、保守
、及び修理を企画及び計画するためのツールである工程管理機能モジュール１０２を必須
としたシステムとして構築される。また、工作機械や押出し成形機等の中規模資産におい
ては、比較的少人数の作業員が決められた工程で資産の検査、保守、及び修理を行ってい
る場合が多いために手順管理を中心としたマネジメントが要求されることから、作業の手
順、機器の略図、指示動画等をユーザに提供する手順管理機能モジュール１０３を必須と
したシステムとして構築される。そして、コピー機や空調装置等の小規模の資産において
は、設備が比較的小規模であり、点検ポイント、点検に必要とされる手順がそれほど多く
なく、多くの保守要員はそれらの情報がほぼ知識として頭の中に記憶されており、点検手
順や図面等でいちいち確認しながら作業するケースが稀であり、むしろ点検すべきポイン
トが記入欄と一緒に列挙してある記録用紙を見さえすれば、保全管理に必要とされる項目
を間違えず、見落とさずにきちんと業務をこなせるため、点検用紙／記録用紙を中心とし
たマネジメントが要求されることから、書式管理機能モジュールソフトウエア１０５を必
須としたシステムとして構築される。ヴィジュアル情報管理機能モジュール１０４は、遠
隔地に居る専門家スタッフによる作業支援にとって有効であるので、資産の規模に関係な
く利用され得るものである。
 
【００４８】
　このように構成される本発明の保守管理又は検査システムのシステム構成図を、資産の
規模に応じた概念的機能構成図として図示すると、図１が、原子力発電所やごみ焼却プラ
ント等の多数の作業者が所定の工程に従って保守管理作業をすることが必要な大規模資産
に対する適用に好ましい保守管理又は検査システムの一例で、ホストコンピュータ側に工
程管理機能モジュール１０２を中核に備えたシステムである。図２は、マシニングセンタ
や押出し成形ライン等の比較的に作業者も特定され保守管理作業も特定されている中規模
資産に対する適用に好ましい保守管理又は検査システムで、手順管理機能モジュール１０
３を中核に備えたシステムの一例であり、図３は、作業者による保守作業の記録と稀に発
生する専門家スタッフによる指導とが必要なコピー機や空調装置等の小規模資産に対する
適用に好ましい保守管理又は検査システムで、ヴィジュアル情報管理機能モジュール１０
４とフォーム作成等の機能の書式管理機能モジュール１０５を中核に備えたシステムの一
例である。
【００４９】
　本発明において、資産の保守管理又は検査システムとしては、工程管理機能モジュール
、手順管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール、書式管理機能モジュ
ールからなる４つの管理機能モジュールが必須であるとの知見に基づいて、資産の規模に
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応じて適切な管理機能モジュールを選択してシステムを構成したものであり、ホストコン
ピュータ側の管理機能モジュール構成としては、工程管理機能モジュール、手順管理機能
モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール、書式管理機能モジュールの４つ全て
の管理機能モジュールを備えた場合と、工程管理機能モジュールを外して手順管理機能モ
ジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール、書式管理機能モジュールの３つの管理
機能モジュールを備えた場合とが考えられる。また、モバイルコンピュータ側の管理機能
モジュール構成としては、手順管理機能モジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュー
ル、書式管理機能モジュールの３つの管理機能モジュールを備えた場合と、手順管理機能
モジュールとヴィジュアル情報管理機能モジュールの２つの管理機能モジュールを備えた
場合と、手順管理機能モジュールと書式管理機能モジュールの２つの管理機能モジュール
を備えた場合と、ヴィジュアル情報管理機能モジュールと書式管理機能モジュールの２つ
の管理機能モジュールを備えた場合とが考えられる。これらは、保守管理すべき資産の規
模や使用形態により容易に選択できるものである。また、これらの概念的機能構成図中の
ソフトウエアモジュールは、ソフトウエアの機能を各個別機能毎に箱で図示したものであ
って、具体的なソフトウエア実装時のソフトウエアの固まりを示すものではない。
【００５０】
　図１により、再度、本発明の保守管理又は検査システムを構成するサーバサイトのコン
ピュータのシステム構成と遠隔ユーザサイトのコンピュータのシステム構成とのコンビネ
ーションを示すシステム構成概念について説明する。サーバサイトのコンピュータのシス
テム構成では、ホストサーバ１０１は、工程管理機能モジュール１０２、手順管理機能モ
ジュール１０３、ヴィジュアル情報管理機能モジュール１０４及び書式管理機能モジュー
ル１０５のソフトウエアモジュールの内２つ乃至４つのソフトウエアモジュールをインス
トールして設定され、遠隔ユーザサイトのコンピュータのシステム構成では、手順管理機
能モジュール１０３、ヴィジュアル情報管理機能モジュール１０４及び書式管理機能モジ
ュール１０５のソフトウエアモジュールの内２つ乃至３つのソフトウエアモジュールをイ
ンストールして設定されている。このように、工程管理機能モジュール１０２は、コンビ
ネーションのシステム全体としては有効に機能するようにサーバサイトのコンピュータに
はインストールしてあるが、遠隔ユーザサイトのモバイルコンピュータのシステムは、シ
ステムを軽く構成するために工程管理機能モジュール１０２はインストールしないで、情
報のみをサーバ側のコンピュータからＬＡＮ或いはインターネット等の適当な通信媒体を
介して受け取るように構成している。遠隔ユーザは、全てのホストシステムにアクセスす
るために、自分のモバイルコンピュータに上記管理機能モジュールをクライアントソフト
ウエアとしてインストールして設定する。
【００５１】
　本発明の保守管理及び検査システムに用いる工程管理機能モジュール、手順管理機能モ
ジュール、ヴィジュアル情報管理機能モジュール及び書式管理機能モジュールそのものは
、先願発明において説明しているモジュールと実質的に等しいので、本発明と先願発明に
共通する技術として以下に説明する。
【００５２】
　図１０に示すコンピュータ保守管理システムは、先願発明の図２に相当するものであり
、本発明のサーバサイトのコンピュータが搭載している工程管理機能モジュールの好まし
い実施形態を示す。このモジュールは、資産の保守管理又は検査の作業命令を工程ごとに
管理追跡するために使用され、これらの機能を実行するために、ホストサーバ側のいくつ
かのサブ構成要素、及びモバイルコンピュータ上で実行されるいくつかの遠隔サブ構成要
素から成る。ホストサーバ側の構成要素は、資産モジュール２０１、ジョブ計画モジュー
ル２０２、在庫／材料モジュール２０３、頻度指標２０４及び作業プランニングモジュー
ル２０５を有する。
【００５３】
　資産モジュール２０１は、ユーザに資産の包括的なカタログを維持させることを可能に
する機能を含む。これは、検査、保守、又は修理される機器の在庫表を含む。在庫情報は
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、内容説明、シリアル番号、モデル番号、及び、納入業者及びパーツデータのような固有
の資産識別及び参考情報を含むことができる。このモジュールは、位置及び機器階層仕様
情報も含むことができる。資産モジュールはまた、機器の使用量をモニタするために使用
される（機器のユニット毎に対する使用時間、走行距離など）。
【００５４】
　ジョブ計画モジュール２０２は、保守管理又は検査のタスクのために、ユーザが標準的
なジョブ計画を作ることができる機能を含む。このモジュールは、ジョブの識別、必要な
ステップの指定、及び、ジョブを実行するために必要なリソース、ツール、及び在庫パー
ツの指定を含むジョブ計画／基準又は、保守／検査作業基準の確立をサポートする。
【００５５】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、ジョブとは、具体的には、ど
の資産に対して、だれが（作業者）、いつ（年月日、時間）、どのような作業をどのよう
な手順で行うかを規定すべきものである。そこで本発明においては、資産の保守管理又は
検査を有効に達成するためのそのジョブ識別ＩＤとして以下のとおりの情報により定義さ
れるものとした。まず、個々の資産に対する作業に対して、固有のＩＤとしてのジョブ識
別ＩＤが付され、このジョブ識別ＩＤはこのシステムにおいて固有の１個が割り当てられ
るものとする。ここで、例えばジョブ識別ＩＤを「１０１」としてその内容を図５に示す
。図５に示したジョブ識別ＩＤの「１０１」としては、資産識別として「給水ポンプ」が
指示され、作業者としては「三菱太郎」が指示され、日付／時刻としては「２００３年６
月１８日　１０：３０」が指示され、作業手順識別ＩＤとして「２０１」が指示されてい
る。
【００５６】
　在庫／材料モジュール２０３は、保守プログラムと連動する完全な在庫管理システムを
ユーザがセットアップできる機能を含む。専門業者、入庫、出庫、在庫調整のような全詳
細を入力して保持することができる。材料要求をそれぞれのジョブに割り当てることによ
り、作業命令が生成されて発行が認可される時に材料を確保することができ、作業命令の
発行は、在庫されている必要品目が条件になる可能性がある。
【００５７】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、保守プログラムと連動する完
全な在庫管理システムをユーザがセットアップできる機能は、具体的には、コピー機の保
守管理を例にとると、定期的な保守管理では、一定期間使用された静電ドラムや定着装置
は定期点検のときに交換されるべき部品であり、ある顧客の印刷機械の保守計画が保守プ
ログラムへ入力されると、この保守プログラムが自動的に毎回の定期点検の前に、この顧
客の印刷機械のための必要部品を在庫管理システムを通して自動的に発注し、定期点検実
施の日までには交換用の部品が遅れずに納入されるよう協調して動作するための機能であ
る。また材料要求とは、この例における静電ドラムや定着装置である。
【００５８】
　頻度指標２０４は、周期的な保守指標を通じて、保守／検査計画を確立するために使用
される。この指標により、資産モジュールの中のあらゆる資産（機器）がジョブ計画モジ
ュールのジョブに連結される。この対にされた資産／ジョブの組合せには、次に、実行の
頻度を割り当てることができる。この頻度は、使用量又は時間に基づくことができる（す
なわち、３ヶ月又は３０００マイル）。
【００５９】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、頻度指標２０４は、具体的に
は、上記のコピー機の場合では、一定期間で交換が必要となる静電ドラムの運転期間とし
て３ヶ月を割り当てることであり、またトラックなどの定期点検距離を３０００マイル毎
と定めることである。
【００６０】
　作業プランニングモジュール２０５は、ユーザが保守作業命令を作成してモニタできる
機能を含む。作業モジュールの機能は、全ての作業が作業命令によって制御されるべきで
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あるという思想を反映する。作業命令は、保守又は検査の通常のスケジュール（定期的保
守指標を使用して）による是正又は緊急作業の要求の結果として、又は、検査過程の結果
として作成することができる。このモジュールは、承認された時点で作業命令になる、是
正及び緊急の検査及び保守のための臨時作業要求を必要に応じて作成する機能をサポート
する。このモジュールはまた、通常検査及び予防保全用の作業命令の系統的な作成をサポ
ートする。作成された状態で、このモジュールは、作業命令実行の認定、割り当て、及び
その後の追跡を実施するために使用される。
【００６１】
　図１１に示す電子実行サポートシステムは、先願発明の図３に相当するものであり、本
発明のサーバサイトのコンピュータが搭載している手順管理機能モジュールの構成要素の
好ましい実施形態を示しているす。このモジュールは、管理及び検査システムの中核とな
る構成要素であり、遠隔の保守管理又は検査ユーザをサポートする最も重要な手段である
。このモジュールの主な目標は、複雑な紙又は電子ベースの技術ドキュメントを、ユーザ
の遠隔コンピュータからアクセスできる電子対話型マルチメディア支援タスク／作業命令
手順ベースのドキュメントで置き換えることである。これを達成するために、このモジュ
ールは、いくつかのホストサーバ側サブ構成要素と、ユーザのコンピュータ上で作動する
いくつかの遠隔サブ構成要素とで構成される。ホストサーバで実行されるサブ構成要素は
、管理者モジュール３０１、開発者モジュール３０２、リポジトリ３０３及び使用法モニ
タモジュール３０４を含む。クライアント側で実行されるサブ構成要素は、リポジトリビ
ューアーモジュール３０５を含む。
【００６２】
　管理者モジュール３０１は、ユーザ、装置、及び認可を管理するために使用される。こ
のモジュールは、リポジトリに現在のコンテントを公開し、適用できる場合は遠隔ユーザ
の装置に更新を出すために使用される。このモジュールはまた、システムユーザとそれら
の認可が確立された場合に使用される。
【００６３】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、管理者モジュール３０１は、
具体的には、新規の遠隔ユーザの名前、パスワード、遠隔で使用するモバイルコンピュー
タの識別子などを組みとして登録し、遠隔ユーザより特定コンテントへの閲覧要求が出さ
れたときに、その要求が確かに登録された正規のユーザより出されたものかどうかを認証
する為の機能をもつモジュールである。
【００６４】
　開発者モジュール３０２は、オーサリング又はコンテント管理の機能を有する。これは
、コンテント／トピック概要又は、データが編成、表示、及びアクセスされる方法の全体
テーブルを作成する機能を含む。トピック概要内の適切な点で、開発者モジュールは、電
子手順又はジョブ計画を作成し、要求されるステップを識別し、全ての適切なサポート資
料に対して識別／リンクするための機能をサポートする。これは、そのステップに必要な
注釈及び関連するあらゆる警告の入力と、このステップに付随する特徴とを含む。リンク
は、関連技術資料、図表、パーツリスト、技術的助言、ビデオクリップ、及び検査ポイン
トなどを含む。
【００６５】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、開発者モジュール３０２は、
具体的には、ガスタービンの分解点検作業において、分解点検作業で必要とされる作業手
順を、１作業単位毎に１画面の割合でステップバイステップ形式となるように電子手順を
入力し、各手順で必要となる関連情報、例えばハウジング取り外し時に参考となる取り外
す必要のあるボルトの位置を記した図面や取り外し順序をアニメーションで示した動画フ
ァイルや、点検途中で必要に応じて交換しなければならない交換部品のリストなどの電子
情報を、この１作業手順毎の画面にリンクすることができる機能である。
【００６６】
　リポジトリモジュール３０３は、現在のライブラリ、すなわち関連する参考情報のデー
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タベースである。リポジトリは、技術資料、手順、回路図、画像、文書、映像、及び音声
を含む。このリポジトリは、クライアントのソフトウエアによって直接アクセスされるか
、又は遠隔ユーザのためにエクスポートされる。
【００６７】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、図６に示すように、第１のコ
ンピュータのリポジトリモジュール３０３には、具体的には、上記のハウジング取り外し
時に参考となるボルト位置を記した図面や、取り外し順序をアニメーションで示した動画
ファイル等が記憶されている。ここにおいて、リポジトリモジュール３０３内には、上記
の作業手順の各情報が作業手順ＩＤ毎に記憶されている。
【００６８】
　使用法モニタモジュール３０４は、クライアントビューアーソフトによるシステム／リ
ポジトリの使用法をモニタするために使用される。このモニタは、管理者又は監督者の機
能をサポートするように意図されている。これは、クライアントユーザからの使用法統計
を収集するためだけではなく、クライアントからのあらゆる注意書き、コメント、又は更
新を検査して転送するためにも使用される。
【００６９】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、具体的には、遠隔ユーザが各
作業手順を閲覧／実施した時刻や、リポジトリに格納されているどの情報をいつ閲覧した
かと言う時刻情報を記録する機能に加え、遠隔ユーザが作業の途中で、作業手順として示
された内容やリンクされている図面などの情報が現物と食い違っているときに、そのむね
を注意書きとして開発者モジュールを利用するユーザや管理者モジュールを利用するユー
ザへ伝え、コンテントの修正／更新を促す為の機能である。
【００７０】
　図１１はまた、電子実行サポートシステムの遠隔コンピュータのサブ構成要素を示す。
これに対するモバイルコンピュータサブ構成要素は、インタフェース３０６を経由してホ
ストサーバと通信し、作業命令の実行をサポートする際に保守／検査ユーザによって使用
されるリポジトリビューアーモジュール３０５を含む。このモジュールは、モバイル装置
上で、ホストコンピュータからの実際の作業命令を対話式ジョブに変換する。このモジュ
ールは、作業命令を完了するために必要な詳細手順のステップをユーザに提供する。各ス
テップは、画像、映像、音声、又は技術資料へのリンクによって増強される。更に、計測
値は、記録されて、履歴に対して又は所定の許容範囲に対して比較することができる。こ
の構成要素はまた、完了した状態で、ホストコンピュータシステムに対する作業命令の結
果の返送書き込みをサポートする。
【００７１】
　図１２に示す書式管理システムは、先願発明の図４に相当するものであり、本発明のサ
ーバサイトのコンピュータが搭載している書式管理機能モジュールの好ましい実施形態を
示す。書式管理システムはコンピュータ保守管理システムと電子実行サポートシステムの
両方の根本的な欠陥に対処する。コンピュータ保守管理システム又は電子実行サポートシ
ステムのいずれも、当該システムの使用組織、監督官庁である行政当局又は他の当事者に
よって要求される特定の作業命令又は検査データの収集及び所定の書式による書面の出力
を容易にサポートできていない。これらの書式は、一般的に、コンピュータ保守管理シス
テム及び電子実行サポートシステムによっては、必ずしも要求されない入力情報を要求す
る。これらの書式は、テキスト、入力ボックス、表データ及び画像を含む所定のフォーマ
ットを要求する可能性がある。
【００７２】
　コンピュータ保守管理システムは、作業命令の割り当て及びデータ収集のための標準的
な書式を有しているが、検査及び保守処理の間に、ユーザが追加情報を収集したり、追加
の書式に記入したりする必要があるのはよくあることである。この処理は、標準の電子実
行サポートシステムの機能でも保障されていない。電子実行サポートシステムは、包括的
なジョブ指導を提供するが、特定の作業命令には連結されない。書式管理システムは、検
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査又は保守処理の結果を文書化するために必要な顧客ベースの電子及び紙ベースの書式を
生成するために使用される。先願発明においても本発明においても、その目的は、遠隔ユ
ーザが書式上に直接入力できるようにするか、又は電子実行サポートシステム内のステッ
プを通過してステップと共に情報を収集し、全てのステップを完了した状態で完成書式を
記録できるようにすることである。
【００７３】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、具体的には、風車の定期点検
において、例えば１０ステップある作業手順に沿って作業をする過程で、風車各部のボル
トの緩みチェックをする必要が有る場合に、このゆるみチェックの作業手順画面より電子
的な書式を書式管理機能モジュールが起動／表示し、遠隔ユーザはこの電子書式を通して
、電子書式に列挙されている各部のボルトを点検し、ゆるみがあるかないか、ある場合は
何本緩んでいるか、といった情報を記録し、また別の作業ステップでは各部の潤滑オイル
を充填することを指示するとともに、充填場所の記録入力を促し、最終的に全ての作業手
順が完了すると、この作業手順で記録することが求められていた書式全てが記録で埋めら
れ、結果として作業が完了した状態に指定できる完成書式として格納することができる機
能である。
【００７４】
　保守管理又は検査処理過程内への自動化書式統合を達成するために、書式管理システム
は、いくつかのホストサーバ側サブ構成要素、及びユーザのコンピュータで実行されるい
くつかの遠隔サブ構成要素から成る。それはまた、コンピュータ保守管理システム及び／
又は電子実行サポートシステムによる補強又は統合を含む。ホストサーバで実行されるサ
ブ構成要素は、管理者モジュール４０１、開発者モジュール４０２、書式リポジトリ４０
３、及び書式データ統合モジュール４０４を含む。遠隔クライアント上で実行されるサブ
構成要素は、書式データ収集／ビューアーモジュール４０５、及び書式データ交換モジュ
ール４０６である。コンピュータ保守管理システム又は電子実行サポートシステムのどち
らかに対する増強は、データ収集及びデータ交換機能の追加を含むことができる。
【００７５】
　管理者モジュール４０１は、ユーザ及び認可を管理するために使用される。このモジュ
ールはまた、書式リポジトリに現在の書式コンテントを公開し、適用できる場合は遠隔ユ
ーザの装置に更新を出すために使用される。
【００７６】
　開発者モジュール４０２により、ユーザは、書式のテンプレート、メタデータの特性、
書式のレイアウト、及びデータのマッピングを管理することができる。書式に関するメタ
データ／ヘッダ情報（識別情報、コンテントの記載、標準ジョブ／手順識別、作成日付、
最終更新バージョン番号、及び他の属性情報）は、データベースに保存される。このモジ
ュールはまた、書式のテンプレート用のレイアウトを開発するためのオーサリング機能を
含む。このオーサリング機能は、文書やデータの意味や構造を記述するためのマークアッ
プ言語の一つであるＸＭＬ（eXtensible Markup Language）手法を実装することができる
。以下の説明では、一例としてＸＭＬが使用されるが、他の適切な手法も使用される。書
式は、ＸＭＬフォーマットで保存される。このモジュールにより、ユーザは、ＸＭＬベー
スの書式を作成又はインポートできる。それぞれの書式は、データベース内か、それとも
独立したファイルとして保存することができる。このモジュールはまた、編集及び更新処
理を増強するために、書式バージョンの追跡をサポートする。各書式は、一連のデータ収
集ポイントを有する。書式上の一連のデータ収集ポイントに対して、関連する入力領域、
ライン、ボックス、又はテーブルセルに独特な「タグ」又は識別子が割り当てられる。こ
れらのタグは、書式及び収集データ間のマッピングを可能にすることになる。
【００７７】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、具体的には、資産番号、資産
名称、点検記録作業者や、先の風車の例では、チェックすべきボルトの位置、本数、場所
、ボルト弛みと判断する為の目安となる数値が文字列として書式上に配置でき、実際の調
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査結果を記録するべき記入欄を配置することができ、またこの記入欄に対し、電子的な入
力を簡易化する為に、記入すべき値を予めリストとして定義することで、記入するべき文
字列（場所や本数など）をキーボードを打たずして、ポインタにより選択できるような設
定が行え、これら全ての入力欄には、データ記入後にデータベースの特定のテーブルの特
定のセルへ間違いなく格納されるよう、このセルと記入欄とを結びつけるためのタグある
いは識別子を割り当てることができ、結果として入力されたデータは、このような設定が
なされたＸＭＳ（eXtended Memory Specification）ファイルへその他の情報とともに格
納されるか、後でタグもしくは識別子がふられたセルのデータのみデータベースへ自動的
に格納されるように電子書式を構成することができる機能である。
【００７８】
　書式リポジトリモジュール４０３は、全ての書式テンプレートと、フィールドから呈示
された全ての完了書式との現在のライブラリ又はデータベースである。
【００７９】
　書式データ統合モジュール４０４は、遠隔クライアントからの書式及び書式データ提出
の収集及び検査のためのインターフェースである。このモジュールは、完了した書式のオ
ンライン検査、印刷、及びアーカイブ保管を可能にする。
【００８０】
　「ＦＭＳ」ホストサーバは、インタフェース４０７を経由して書式管理システムクライ
アントに通信する。実際の書式のデータは、書式管理システム遠隔クライアントに収集さ
れる。好ましい収集方法は、特定の書式管理システムの遠隔クライアント書式データ収集
／ビューアーモジュール４０５である。このクライアントは、遠隔装置上の書式ファクシ
ミリの中にオンラインで書式データを入力できる遠隔ユーザに、選択した書式を呈示する
であろう。このデータは、ＸＭＬフォーマットで保存され、検査と出力のために書式管理
システムホストに呈示される。更に、このモジュールは、ＸＭＬベースの書式テンプレー
トをＸＭＬベースの書式データと結合させ、データが読み込まれた出力可能な書式を作成
する。
【００８１】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、具体的には、遠隔クライアン
トでＸＭＬベースの書式テンプレートを通して入力され、あとで書式管理機能モジュール
ホストサーバと書式管理機能モジュール遠隔クライアントとの通信において、書式管理機
能モジュールホストサーバへ収集され、データベースへ格納された検査データを、管理者
モジュールのユーザ等からのリクエストによって、このユーザが意味的に目で見て分かる
よう、データベースに格納されたデータをＸＭＬベースの書式テンプレートのそれぞれ適
切な入力セルへ埋め直し、ユーザに対してホストサーバ上で理解できる書式で画面提示す
る機能である。
【００８２】
　他の実施形態は、後で各作業命令及び／又は手順ステップと結合されるユーザ定義のデ
ータ入力機能の作成をサポートするコンピュータ保守管理システム又は電子実行サポート
システムの増強を含む。図１３に示すシステムは、先願発明の図５に相当するものであり
、結合電子実行サポートシステム／書式管理システム（クライアント）を有する書式管理
システム構成要素を示す。電子実行サポートシステムホストサーバ及び書式管理システム
ホストサーバの説明は、それぞれ、上述の図１１及び図１２の説明と同一である。入力デ
ータには、書式管理システムの開発者モジュールの書式のために作成されたものと同じ独
特なタグ又は、独特なタグにマッピングされたタグが付けられるべきであろう。これらの
タグは、次に、検査及び出力のために書式管理システム（ホストサーバ）に呈示されるで
あろうＸＭＬデータファイルを作成するために、ユーザ収集の入力値と結合される。この
実施形態では、コンピュータ保守管理システム／電子実行サポートシステム（ホストサー
バ）は、書式管理システムの書式テンプレート及び書式データマッピング情報を共有する
であろう。これらは、特定の手順と連結される。この情報は、リポジトリにあって、デー
タ収集、データ結合、及び結合電子実行サポートシステム／書式管理システム又はコンピ
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ュータ保守管理システム／書式管理システム（クライアント）上での閲覧をサポートする
。
【００８３】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、具体的には、先の風車の例で
は、１つの作業手順が１０の作業ステップからなり、その２つの目の作業ステップで各々
のボルトの緩み点検用の記録書式と、潤滑オイル充填確認記録用の記録書式が使われてい
る場合には、この２つの書式は書式リポジトリに、作業手順と各作業ステップと２つの書
式とのリンク情報はリポジトリに格納されている。結合電子実行サポートシステム／書式
管理システム（クライアント）もしくはコンピュータ保守管理システム／書式管理システ
ム（クライアント）は、電子書式サポートシステムホストサーバと書式管理システムホス
トサーバによって、これら２つの情報、作業手順と２つの書式がリンクされた形で閲覧で
きるよう情報が提供される。
【００８４】
　データ交換モジュール４０６は、収集された全データをホスト書式管理システムのデー
タ統合モジュール４０４に呈示するために使用される。全データは、ＸＭＬデータフォー
マットである。呈示されると、データ統合モジュールにより、収集データは、検査、承認
、出力、及びアーカイブ保管のために書式テンプレートと結合される。
【００８５】
　図１４に示す映像メッセージ伝達システムは、先願発明の図６に相当するものであり、
現場の作業者にリアルタイムのオンラインサポートを提供するために使用される。映像メ
ッセージ伝達システムは、現場にある保守又は検査される資材のプラント及び／又は機器
とセンター間に相当の距離がある場合の広範な保守管理又は検査用途にとって不可欠であ
る。遠隔地にあるホストサーバ側の専門家スタッフの知識をモバイルコンピュータ上で使
用できるようにすることにより、全体的な作業命令達成のサイクルは更に短縮され、一層
の生産性の向上とコスト低減をもたらす。これを達成するために、映像メッセージ伝達シ
ステムは、ホストサーバ側サブ構成要素、及びユーザ側のコンピュータ上で実行される遠
隔サブ構成要素から構成される。ホストサーバ側のサブ構成要素は、ディレクトリサーバ
６０１及びディスパッチマネージャ６０２から成る。遠隔ユーザ側のサブ構成要素は、遠
隔ユーザクライアント６０３及び専門家ユーザクライアント６０４を含む。
【００８６】
　ディレクトリサーバモジュール６０１は、映像メッセージ伝達システム全体を管理して
モニタするために使用される。このモジュールは、映像メッセージ伝達システムのユーザ
のフルタイムディレクトリ又はリストを提供する。それは、誰がログオンして誰がしてい
ないかをモニタする。それは、各ユーザに対する基本的な識別情報を含み、各ユーザの遠
隔装置に関する重大なアドレス情報を含む。映像メッセージ伝達システムは、２つの基本
的通信モードをサポートすることができる。図１４に示されるように、全ての通信は、映
像メッセージ伝達システムホストサーバを経由して導かれる。
【００８７】
　ディスパッチマネージャモジュール６０２は、映像メッセージ伝達システム内のセッシ
ョンを管理するために使用される。セッションは、クライアント側の遠隔ユーザ又はホス
ト側の専門家ユーザのいずれかが映像メッセージ伝達システムを使用しようとする時に開
始される。一般に、作業者である遠隔ユーザが援助を求めると、ディスパッチマネージャ
モジュールを使用して、遠隔ユーザを所望の関連内容の専門家に経路指定することができ
る。反対に、専門家ユーザは、遠隔ユーザにフィードバックを提供するためにセッション
を開始することができる。この経路指定は、有人又は無人モードで発生させることができ
る。ユーザは、ダウンロードされたアドレスリストに基づいて特定の接続を要求できる。
更に、遠隔セッションの要求と共に伝達されたサポート情報により、ディレクトリマネー
ジャのソフトウエアが、セッション要求を別の適切な１つ又は複数のユーザに自動的に経
路指定させることになるルールを映像メッセージ伝達システム内に確立することができる
。



(22) JP 4918218 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

【００８８】
　直接接続あるいはダイアルアップ接続又はインターネットのアクセス機能を有する遠隔
コンピュータに接続されたビデオカメラを使用して、遠隔ユーザクライアント６０３は、
低帯域幅に亘って高品質映像を提供する。このクライアントにより、ユーザは、ストリー
ムビデオ画像をコンピュータスクリーン上に記録することができ、その後それらの映像を
リアルタイムで映像メッセージ伝達システムセッションの別の映像メッセージ伝達システ
ムユーザと共有することができる。そのセッションに接続した誰でも、音声又はテキスト
メッセージ伝達のいずれかにより、ストリーム映像と同時に通信する能力を有する。更に
、ビデオ画像は、アノテーションによって強化される。アノテーションは、任意のセッシ
ョンユーザに、視覚のキュー（合図）として映像上に形状（すなわち、円形、ボックス、
線、テキストなど）を追加させる。誰がアノテーションをしているかを判断するために別
々の色が使用される。映像は、ファイルに対するアノテーション情報があってもなくても
捕捉することができる。映像に加えて、いかなるユーザも、ビデオストリームのスナップ
ショットをいつでも撮ることができる。スナップショットは、アノテーションをつけるこ
とができる。遠隔クライアントが遠隔装置上で現場のユーザによって使用されるように設
計されるとすると、そのインターフェースは、単純化されて面倒なナビゲーションや制御
なしで適合するほど十分に小さく設計される。映像とスナップショットは、両方とも、全
ての当事者で共有／使用するために中央リポジトリ６０５上に保存することができる。こ
れはまた、全体手順ライブラリの一部として、電子実行サポートシステムリポジトリ３０
５内へ含めるための映像及びスナップショット捕捉の電子実行サポートシステムへの提出
をサポートすることになる。
【００８９】
　専門家ユーザクライアント６０４は、遠隔クライアントによって使用されるものと１つ
の例外を除いて同様である。専門家は、事務所内に座ってワークステーション上にいる傾
向があり、専門家クライアントは、更に十分な機能を備えることになる。インターフェー
スは、多重同時統合ウインドウを含むことになる。１つのウインドウが現在検査されてい
るストリームビデオ又はスナップショットを表示する。別の任意選択のウインドウは、現
在のセッション参加者をアノテーションの色符号化を用いて表示することになる。別の任
意選択のウインドウは、全ての保存された映像ストリーム及びスナップショット捕捉を含
むサポートファイルの現在のリストを表示する。別の任意選択のウインドウは、現在のコ
ンピュータ保守管理システムからの作業命令と、電子実行サポートシステム手順及びステ
ップ情報とを表示することになる。
【００９０】
　図１５に示す映像メッセージ伝達システムは、先願発明の図７に相当するものであり、
二地点間クライアント通信を備えた映像メッセージ伝達システムを示す。図１５は図１４
の代替案であるが、遠隔クライアントと専門家クライアントがセッションを開始した状態
で、ディレクトリサーバは、ＩＰ(Internet Protocol)情報を手渡して遠隔及び専門家を
直接通信７０１させるので、潜在的に実行を改善するという点で異なる。なぜならば、図
１４では遠隔クライアントと専門家クライアントが通信をするためにお互いに相手をネッ
トワーク上で識別するのに必要な識別子ＩＰ情報を、映像メッセージ伝達システムサーバ
により相互に認識した後も、全ての情報通信は映像メッセージ伝達システムサーバを介し
て通信が行われるため、その分だけ通信が遅くなる。一方で図１５では、遠隔クライアン
トと専門家クライアント双方が、映像メッセージ伝達システムサーバよりお互いのＩＰ情
報を与えられた後は、全ての情報通信は映像メッセージ伝達システムサーバを介さず、遠
隔クライアント６０３と専門家クライアント６０４の間の直接通信７０１により情報交換
がなされる為に、図１４に比べ映像メッセージ伝達システムホストサーバを介さない分だ
け通信の遅延が少なくなるなどの通信の実行が改善される。ちなみに、ＩＰはコンピュー
タネットワーク上で、これに接続するコンピュータ、正確にはコンピュータに用意された
個々のネットワークインタフェース装置をネットワーク上でユニークに識別する為の識別
子であり、ネットワークにおける複数コンピュータの通信がIPを利用したプロトコルに基
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づかない、その他の既存の、あるいは将来的に出てくるであろう新たなプロトコルの通信
においても、ネットワーク上のコンピュータがユニークに識別できるその他の識別子が使
われていれば、これを利用することも可能である。
【００９１】
　コアソフトウエアシステムの各々の間のインタフェースは、先願発明においても本発明
においても重要な態様である。図１において、これらのインタフェースは、工程管理機能
モジュールと手順管理機能モジュール間がインタフェース１１０、工程管理機能モジュー
ルと書式管理機能モジュール間がインタフェース１０６、手順管理機能モジュールと書式
管理機能モジュール間がインタフェース１０７、手順管理機能モジュールとヴィジュアル
情報管理機能モジュール間がインタフェース１０８、工程管理機能モジュールとヴィジュ
アル情報管理機能モジュール間がインタフェース１０９、ヴィジュアル情報管理機能モジ
ュールと書式管理機能モジュール間がインタフェース１１１によって表されている。以下
の節では、これらのインタフェースを詳細に説明する。
【００９２】
　図１６に示す映像メッセージ伝達システムは、先願発明の図８に相当するものであり、
コンピュータ保守管理システムから電子実行サポートシステムへのユーザインタフェース
の好ましい実施形態を示す。コンピュータ保守管理システムソフトウエアの主要な機能は
、作業命令の生成である。作業命令は、特定の資産に対して実行される特定／標準的ジョ
ブを定義するために使用される（例えば、指定された車両のオイルを交換する）。典型的
な作業命令は、単純なジョブの記述と、おそらくジョブの実行方法に関する簡単なステッ
プのリストとを有することになる。
【００９３】
　一方、電子実行サポートシステムソフトウエアは、一般的なジョブ記述に関する手順指
示の特定の組を提供する。この指示は、資産に無関係である（例えば、電子実行サポート
システムは、特定の種類の車両に対してオイルを交換する特定のステップを提供してもよ
い）。電子実行サポートシステムソフトウエアが起動されると、ユーザには、利用可能な
トピック（手順）の組の全体が呈示される。
【００９４】
　先願発明においても本発明においても、これら２つのソフトウエアがより緊密に結合さ
れる。好ましい実施形態では、エンドユーザは、コンピュータ保守管理システム８０２内
のユーザのために作られた作業命令８０１のリストを呈示される。このリストは、少なく
とも作業命令に関する主要な識別情報を提供する。これは、作業命令識別、資産識別８０
３、及び標準ジョブ番号８０４を含む。このリストから、ユーザは、電子実行サポートシ
ステムソフトウエアを起動８０５して、リストにある特定の作業命令に関する電子実行サ
ポートシステム８０７内の適当なジョブ指示８０６に直接進むことができる。
【００９５】
　先願発明を基礎とした本発明の具体的な実施例において、具体的には、図７に示すよう
な第１のコンピュータと第２のコンピュータ間でのデータの受け渡しが行われる。例えば
、第１のコンピュータの工程管理機能モジュールにより、２００４年１１月５日に作業す
べき保守管理の作業がジョブ識別毎に資産識別、時刻、作業者、作業手順識別が計画され
る。次いで、例えば三菱太郎が自分のモバイルコンピュータの手順管理機能モジュールを
起動して当日の自分の作業をホスト側のコンピュータからダウンロードすると、ジョブ識
別ＩＤが１０１と１０６のジョブがダウンロードされ、それと同時にホスト側のコンピュ
ータの手順管理機能モジュールのリポジトリからジョブ識別によって指示されている作業
手順２０１と２０３がダウンロードされる。これにより、作業者の三菱太郎は自分のモバ
イルコンピュータ上にダウンロードされた作業手順を参酌しながら、資産の保守管理が遂
行できるものである。
【００９６】
　図１７のフローチャートは、先願発明の図９に相当するものであり、図１６に示すコン
ピュータ保守管理システムから電子実行サポートシステムへのインタフェースの好ましい
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実施形態を流れ図で示すものである。作業命令のリストは、コンピュータ保守管理システ
ム内で提供される。コンピュータ保守管理システム内では、ユーザは、作業命令のリスト
９０１にアクセスできる。ステップ９０２では、ユーザは、リストから特定の作業命令を
選定する。ステップ９０３では、ユーザは、キー又はボタンを押すことにより、コンピュ
ータ保守管理システムから電子実行サポートシステムを起動する。ステップ９０４では、
電子実行サポートシステムのソフトウエアは、開かれるか又は読み込まれる。最後に、ス
テップ９０５において、電子実行サポートシステムのリポジトリ内の適切な手順指示が起
動される。
【００９７】
　図１８のフローチャートは、先願発明の図１０に相当するものであり、コンピュータ保
守管理システムから電子実行サポートシステムへのインタフェースの他の実施形態の処理
の流れを示す。作業命令のリストは、電子実行サポートシステム内で提供される。インタ
フェースが電子実行サポートシステムとコンピュータ保守管理システムとの間に存在し、
ステップ１００１において、作業命令リストのデータは、リアルタイムか、オンデマンド
か又はスケジュールされたバッチモードを通して抽出される。ステップ１００２では、作
業命令リストのデータは、電子実行サポートシステムのライブラリ又はデータベースの中
に読み込まれる。電子実行サポートシステム内に読み込まれた状態で、作業命令リストを
エンドユーザに呈示することができ（ステップ１００３）、それによってリストの特定の
作業命令が選択され、ユーザは、電子実行サポートシステムのリポジトリ内の適切な手順
指示に進むことができる（ステップ１００４）。
【００９８】
　図１９のフローチャートは、先願発明の図１１に相当するものであり、コンピュータ保
守管理システムから電子実行サポートシステムへのインタフェースの別の実施形態の処理
の流れを示す。作業命令のリストは、第３のソフトウエア内で提供される。インタフェー
スは、この第３のソフトウエアとコンピュータ保守管理システムとの間に存在し、作業命
令リストデータは、リアルタイムか、オンデマンドか、又はスケジュールされたバッチモ
ードを通して抽出され、第３のソフトウエアのメモリ又はデータベースの中に読み込まれ
る（ステップ１１０１）。第３のソフトウエア内では、ユーザは、作業命令リストにアク
セスすることができる（ステップ１１０２）。ステップ１１０３では、ユーザは、リスト
内で特定の作業命令を選択することができる。ステップ１１０４では、ユーザは、ソフト
ウエアに内蔵された電子実行サポートシステム起動機能を実行することができる。ステッ
プ１１０５では、ユーザは、次に電子実行サポートシステムソフトウエアを開くか又は起
動することができる。最後に、ステップ１１０６では、ユーザは、電子実行サポートシス
テムリポジトリ内の適切な手順指示に進むことができる。
【００９９】
　図２０のシステム構成図は、先願発明の図１２に相当するものであり、コンピュータ保
守管理システム、書式管理システム及び他のソフトウエアと書式管理システムとのインタ
フェースを示す。上述のように、コンピュータ保守管理システム及び電子実行サポートシ
ステムソフトウエアは、どちらも、当該システムの使用組織、監督官庁である行政当局又
は他の当事者によって要求される特定の作業命令又は検査データの収集及び所定の書式に
よる書面の出力を簡単にはサポートしていない。この欠陥への対処は、コンピュータ保守
管理システム１０６の場合については図２２（先願発明の図１４に相当）に示し、電子実
行サポートシステム１０７の場合については図２１（先願発明の図１３に相当）に示し、
又は他のソフトウエアシステム１２０１場合については図２３（先願発明の図１５に相当
）に示しているように、収集されたデータを使用し、書式管理システムのサブ構成要素を
用いて完成書式を適正なフォーマットで出力することにより、書式テンプレート及びデー
タ統合を提供することで対処される。書式管理システム１２０５のこのサブ構成要素は、
書式テンプレート１２０３をコンピュータ保守管理システム、電子実行サポートシステム
又は他の適切なソフトウエアシステムに収集１２０２されたデータと統合するため、及び
完成書式１２０４を出力するために使用される。データフォーマットとしてＸＭＬを使用
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するのが好ましいが、他の公知又は将来のフォーマット構造データファイルも使用するこ
とができる。
【０１００】
　図２１のフローチャートは、先願発明の図１３に相当するものであり、図２０に関連し
て上述したように、電子実行サポートシステムから書式管理システムへのインタフェース
を流れ図形式で示す。電子実行サポートシステムのソフトウエアは、電子実行サポートシ
ステムのステップ１３０１以下の各ステップのために必要な検査及び保守データを収集す
るために増強することができる。電子実行サポートシステムの開発モジュールの一部とし
て、これらの収集ポイントが形成され、適当な独特の書式管理システムのデータマッピン
グタグでタグ付けされるべきであろう。収集に際して、電子実行サポートシステムは、収
集データを適切なＸＭＬ記憶フォーマットの中にエクスポートする（ステップ１３０２）
ために増強され、書式管理システム内での使用のためにエクスポートされるか又は利用可
能にすることができる（ステップ１３０３）。それ以上の電子実行サポートシステムの増
強には、電子実行サポートシステムのユーザが提出の前に書式をプレビューできるように
、ＸＭＬ書式テンプレートを書式管理システムから電子実行サポートシステムに利用可能
にする（ステップ１３０４）ことが含まれる。
【０１０１】
　図２２のフローチャートは、先願発明の図１４に相当するものであり、図２０に関連し
て上述したように、コンピュータ保守管理システムから書式管理システムへのインタフェ
ースを流れ図形式で示す。コンピュータ保守管理システムソフトウエアは、各作業命令の
ために必要な検査及び保守データを収集する（ステップ１４０１）ために増強することが
できる。コンピュータ保守管理システムのセットアップ機能の一部として、これらの収集
ポイントが形成され、適当な独特の書式管理システムデータマッピングタグでタグ付けさ
れるべきであろう。収集に際して、コンピュータ保守管理システムは、収集データを適切
なＸＭＬ記憶フォーマットの中にエクスポートする（ステップ１４０２）ために増強され
、書式管理システム内での使用のためにエクスポートされるか又は利用可能にすることが
できる（ステップ１４０３）。それ以上のコンピュータ保守管理システムの増強には、コ
ンピュータ保守管理システムユーザが提出の前に書式をプレビューできるように、ＸＭＬ
書式テンプレートを書式管理システムからコンピュータ保守管理システムに利用可能にす
る（ステップ１４０４）ことが含まれるであろう。
【０１０２】
　図２３のフローチャートは、先願発明の図１５に相当するものであり、図２０に関連し
て上述したように、他の適切なソフトウエアから書式管理システムへのインタフェース１
２０１を流れ図形式で示す。各作業命令のために必要な検査及び保守データを収集する（
ステップ１５０１）ために、別のソフトウエアモジュールを使用することができる。この
ソフトウエアセットアップ機能の一部として、収集ポイントが形成され、適当な独特の書
式管理システムデータマッピングタグでタグ付けされるべきであろう。収集に際して、こ
のソフトウエアは、収集データを適切なＸＭＬ記憶フォーマットにエクスポートし（ステ
ップ１５０２）、書式管理システム内での使用のためにエクスポートされるか又は利用可
能にされる（ステップ１５０３）。それ以上のソフトウエアの機能には、ユーザが提出の
前に書式をプレビューできるように、ＸＭＬ書式テンプレートを書式管理システムからそ
のソフトウエアに利用可能にする（ステップ１５０４）ことが含まれる。
【０１０３】
　図２４のフローチャートは、先願発明の図１６に相当するものであり、書式管理システ
ム（スタンドアローン）のクライアントインタフェースの更に別の実施形態を示す。この
実施形態では、書式管理システムクライアントはスタンドアローン型である。ステップ１
６０１において、ユーザは、必要な書式データを収集する。ステップ１６０２において、
ソフトウエアは、データを収集し、書式をプレビューし、データを確認し、最終の検査、
承認、印刷、及びアーカイブ／記憶のために最終の完成書式をホスト書式管理システムに
エクスポートするために使用される。ステップ１６０３では、データは、インポートのた
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めに利用可能であり、ステップ１６０４において、データ及びテンプレートが結合されて
完成書式をもたらす。
【０１０４】
　図２５のフローチャートは、先願発明の図１７に相当するものであり、コンピュータ保
守管理システムから映像メッセージ伝達システムへのインタフェースの好ましい実施形態
を示す。映像メッセージ伝達システムソフトウエアの主な欠陥は、セッションが開始され
た時に、その関係者以外にはセッションに属するサポート情報がないことである。セッシ
ョンが開始された時に、コンピュータ保守管理システム又は電子実行サポートシステムス
テータス情報をセッションに対して利用可能にすることにより、大きな効率が達成される
。ステップ１７０１において、映像メッセージ伝達システムセッションは、コンピュータ
保守管理システムソフトウエア内から起動される。起動されると、このセッションは、映
像メッセージ伝達システムに転送された現在のユーザ情報と現在の作業命令情報とで開始
されることになる（ステップ１７０２）。これには、資産識別情報及びジョブ識別情報が
含まれる。この情報は、全ての適切な当事者をセッションに招くために映像メッセージ伝
達システムディスパッチャ（個人又は規則のいずれか）によって使用することができ、セ
ッションに加わると全ての検討に対して利用可能である。ステップ１７０３において、ユ
ーザは、ボタンを非選択にするか又はアイコンを作動させるかのいずれかにより映像メッ
セージ伝達システムを起動する。ステップ１７０４において、開かれて作業命令情報が読
み込まれた映像メッセージ伝達システムソフトウエアは、映像メッセージ伝達システムに
転送される。ステップ１７０５において、利用可能な作業命令参考情報を用いてセッショ
ンが開かれる。
【０１０５】
　図２６のフローチャートは、先願発明の図１８に相当するものであり、電子実行サポー
トシステム及び映像メッセージ伝達システム間のインタフェースに対する好ましい実施形
態を示す。ステップ１８０１において、映像メッセージ伝達システムセッションは、電子
実行サポートシステムのソフトウエア内から起動される。ステップ１８０２で起動される
と、セッションは、映像メッセージ伝達システム内に転送された現在のユーザの情報と現
在の作業命令情報を用いて開始されることになる。それに加えて、現在の電子実行サポー
トシステム手順及びステップはまた、以前のステップ経路情報と共に、全てのセッション
参加者に利用可能な情報を更に増強するために映像メッセージ伝達システムに転送される
（ステップ１８０３）。これには、資産識別情報及びジョブ識別情報が含まれることにな
る。この情報は、全ての適切な当事者をセッションに招くために映像メッセージ伝達シス
テムディスパッチャ（個人又は規則のいずれか）によって使用することができ、セッショ
ンに加わると全ての検討に対して利用可能である（ステップ１８０４）。セッションに参
加すると、他のいかなる映像メッセージ伝達システムユーザも、電子実行サポートシステ
ムセッションを起動し、電子実行サポートシステムシステムを使用して適切な手順及びス
テップに直接進むことができるはずである。これにより、複数の当事者が同じデータ／参
考資料を見ることができる。
【０１０６】
　図２７のフローチャートは、先願発明の図１９に相当するものであり、映像メッセージ
伝達システムから電子実行サポートシステムへのインタフェースに対する好ましい実施形
態を示す。ステップ１９０１において、識別された手順／ステップ情報を用いてセッショ
ンを開く。セッションに参加すると、他のいかなる映像メッセージ伝達システムユーザも
、電子実行サポートシステムセッションを起動し（ステップ１９０２）、電子実行サポー
トシステムシステムを用いて適切な手順及びステップに直接進むことができる（ステップ
１９０３）。これにより、複数の当事者が同じデータ／参考資料を見ることができる。
【０１０７】
　先願発明を基礎として、本発明における以上の機能をホストコンピュータとモバイルコ
ンピュータとの間の関係でより具体的に示せば、図８に示すとおりである。具体的実施例
として、ヴィジュアル情報管理機能モジュールの遠隔クライアント１が現場にて給水ポイ
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ンプの保全管理作業を行っており、これを２人の遠隔クライアント（専門家スタッフ）が
支援する場合を想定する。ヴィジュアル情報管理機能モジュールの遠隔クライアント１は
現在手順管理機能モジュールのリポジトリビューワを通じて、資産識別子が給水ポンプ、
ジョブ識別子が１０１、手順識別子が２０１でその手順番号（ステップ）が１０の画面を
見ている。ここで、ヴィジュアル情報管理機能モジュール遠隔クライアントがヴィジュア
ル情報管理機能モジュールホストサーバと接続すると、ディスパッチマネージャモジュー
ルに、ステータス情報が渡される。ここでステータス情報には、「資産識別子：給水ポン
プ、ジョブ識別子：１０１、手順識別子：２０１の手順番号（ステップ）１０」が含まれ
る。次に、ヴィジュアル情報管理機能モジュールの遠隔クライアント２（専門家スタッフ
）、および遠隔クライアント３（専門家スタッフ）がヴィジュアル情報管理機能モジュー
ルのホストサーバに接続し、すでに接続しているヴィジュアル情報管理機能モジュールの
遠隔クライアント１との通信を開始し、セッションが確立されると、ヴィジュアル情報管
理機能モジュールの遠隔クライアント２、３にも、ディスパッチマネージャモジュールよ
りヴィジュアル情報管理機能モジュール遠隔クライアント１のステータス情報が渡される
。ステータス情報を受け取ったヴィジュアル情報管理機能モジュールの遠隔クライアント
２及び３のヴィジュアル情報管理機能モジュールの遠隔クライアントは手順管理機能モジ
ュールのリポジトリビューワモジュールを起動するが、その際に、受け取ったステータス
情報を渡す。結果として、ヴィジュアル情報管理機能モジュールの遠隔クライアント２、
３はヴィジュアル情報管理機能のモジュール遠隔クライアント１と同じ手順管理機能モジ
ュールの画面が表示され、これにより遠隔ヴィジュアル情報管理機能のモジュールクライ
アント１が作業している手順の画面と同じ画面をただちに見ることができるため、遠隔ヴ
ィジュアル情報管理機能モジュールのクライアント１、２及び３の間での通信では、作業
支援の情報が、この同じ手順管理機能モジュール画面をみながら会話することが可能とな
り、的確に伝えることが可能となる。同様な手順により、作業支援を必要とする遠隔クラ
イアント１は複数いても構わない。また作業支援をする遠隔ヴィジュアル情報管理機能モ
ジュールのクライアント２、３（専門家スタッフ）も複数いても構わない。
【０１０８】
　図９に、本発明の保守管理又は検査システムがヴィジュアル情報管理機能モジュールと
書式管理機能モジュールを備えた場合の、相互のインタフェースと情報の受け渡しについ
て説明する。
【０１０９】
　まず、書式管理機能モジュールによる記録時に、ヴィジュアル情報管理機能モジュール
で動画／静止画／音声をキャプチャして、書式管理機能モジュールの所定の書式に記録す
る手順を説明する（デジカメ機能）。
(１)書式管理機能モジュールクライアントは、書式管理機能モジュールサーバにより記録
用の書式を取り寄せる（書式はＸＭＬ形式等）。
(２)作業者は、書式管理機能モジュールクライアントにより、上記書式へ測定した値を入
力する等の作業の記録を行う。
(３)この作業では、データ記録時に写真（コメント／アノテーション付き）を同時に記録
する必要があり、ヴィジュアル情報管理機能モジュールクライアントを使って写真を撮る
。
(４)取った写真にコメントを入れる。
(５)ヴィジュアル情報管理機能モジュールクライアントは、写真を書式管理機能モジュー
ルクライアントに送る。
(６)書式管理機能モジュールクライアントは、送られた写真を上記所定の書式の定められ
た場所に埋め込む。
(７)作業員によって、所定の書式への値が全部埋まったときに、書式管理機能モジュール
クライアントから書式管理機能モジュールサーバに対してデータのみが送られる。
(８)書式管理機能モジュールサーバは、受け取ったデータを記録データベースに記録する
。
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【０１１０】
　次に、書式管理機能モジュールクライアントで記録時に、ヴィジュアル情報管理機能モ
ジュールの動画通信機能を使って、専門家スタッフに分からないところを聞く手順につい
て説明する（遠隔作業支援機能）。
(９)上記作業の途中で、作業者は場合によっては、書式を埋める際に専門家スタッフの意
見を仰ぐ必要が出てくる（例：橋梁の腐食・クラックの状態の保守管理について）。
(１０)書式管理機能モジュールクライアントからヴィジュアル情報管理機能モジュールク
ライアントを起動する。
(１１)リクエストを受け取ったヴィジュアル情報管理機能モジュールクライアントは、ヴ
ィジュアル情報管理機能モジュールサーバに対して、自分のＩＰアドレスを登録する。
(１２)上記(１１)によって、既にログインしている（登録されていてディレクトリに名前
がある状態）専門家スタッフのＩＰアドレスを受け取る。
(１３)作業者Ａと専門家スタッフＢとは、動画通信を開始し、場合によっては、作業者Ａ
と専門家Ｂの間で、作業者Ａによってキャプチャされた静止画を共有し、両者でアノテー
ション（書き込み）したりしながら指示を仰ぐ。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明は、以上の基本的システム構成により、以下のような基本的機能が達成され、産
業上の利用が可能である。
【０１１２】
　メンテナンスサポート機能
　メンテナンスサポート機能は大きく４つの機能を含む。それらは作業指示関連機能、作
業サポート機能、作業結果の記録／報告書作成機能及び作業結果の２次利用機能である。
作業指示関連機能は、ある管理対象の資産に対する保守／保全作業の一部、あるいは全体
を、適切な作業者へ割り振り、この割り振り情報を電子的に格納し、さらに作業者のモバ
イルコンピュータに対し発行することで、作業者へ的確に作業の指示を出し、これを遂行
させるための機能である。また作業開始後の進捗状態を時刻印とともに記録し、割り当て
られた作業が作業途中なのか、完了しているのかをこれらデータを参照することで確認す
ることのできる管理機能も含む。
【０１１３】
　作業サポート機能は、上記作業者に割り当てられた作業に関連し、作業中に必要となる
であろう重要な関連情報、たとえば一連の作業手順、この作業手順中で必要となる関連図
面や各種ドキュメント、あるいは過去の作業履歴などが電子的に相互にただちに閲覧でき
るかたちでリンクされた情報を作業者へ、紙ベースで印刷された情報により提示する方法
よりも、すばやく行い、また電子的に情報がモバイルコンピュータに格納、あるいはモバ
イルコンピュータから各種のネットワークインフラストラクチャーを通してサーバに格納
されている情報へアクセスする手段を与えるため、大量の紙印刷物を持ち運ぶという負荷
を大幅に軽減する。また万が一、作業者が電子的に蓄えられた、あるいは電子的に到達可
能な場所にある情報にアクセスしてこれを閲覧しても、作業に必要とされる情報を得られ
なかった場合は各種ネットワークインフラストラクチャーを経由して活用が可能な動画通
信機能を活用し、遠隔地、たとえば本社の設計部門や、遠隔サポートセンター等に常駐す
る熟練作業員へ、現地からの動画を送ったり、静止画を送ったり、あるいは音声をおくっ
たり、更には一度キャプチャした静止画に相互に自由にアノテーションを記入し、コミュ
ニケーションの話題の対象となっている部位に付いて正確に間違わずに意図を伝え、受け
ることが可能となる。現場側で作業員が見ている作業手順や図面などの識別子情報も同時
に遠隔地の熟練作業員へ送られる為、動画通信が開始されると直ちに、専門家スタッフも
同じ作業手順、図面などを開いてみることができる。
【０１１４】
　作業結果の記録／報告書作成機能は、上記作業により記録された作業状態、作業中に記
録した保守／保全管理対象資産の状態が格納されたサーバのデータベースにアクセスし、
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既に完了した保守／保全管理作業の結果を閲覧する手段を与えるとともに、これらの情報
を任意の並びの表示へと並べ直す手段と、これを報告書として社内や客先からの承認を得
る為に、必要とされるいかなる書式ででも紙印刷物として出力する機能を備える。印刷さ
れる情報には、文字／数字等の情報の他に、作業中に記録されたその他の情報で印刷可能
な静止画、スケッチ、手書きメモなどの情報も含む。また、動画、音声メモ、音等は印刷
できないが、コンピュータ上では任意に呼び出し必要に応じて自由に再生／閲覧すること
を可能とする機能である。
【０１１５】
　最後に、作業結果の２次利用機能は、保守／保全作業によりサーバのデータベースに蓄
積された情報を、その他のコンピュータプログラムにより加工したり、トレンドグラフと
して出力したり、あるいは設計値と比較をしたりといった２次利用を可能にする機能であ
る。
【０１１６】
　コンテンツ作成・修正機能
　コンテンツ作成・修正機能は、主に次の４つの機能からなる。それらは、作業手順作成
機能、記録／報告書フォーム作成機能、関連図面／ドキュメント類関連づけ機能、そして
コンテンツバージョン管理機能である。
【０１１７】
　作業手順作成機能は、保守／保全管理の一連の作業の一部あるいは全てについて、作業
の最小単位を作業ステップへと分解し、この作業ステップの一連のつながりにより作業の
一部あるいは全てを、作業者へステップバイステップにより提示できるスタイルで、作業
内容を編纂することができる機能である。
【０１１８】
　記録／報告書フォーム作成機能は、上記作業手順中で、保守／保全管理対象の状態を記
録する必要が有る際に活用する、電子的なデータエントリ画面をデザインし、この画面上
に配置された各種情報入力領域の情報がしかるべきデータベースへと記録されるよう画面
とデータベースとのリンクを作成することができる機能である。この機能は作業中の情報
入力の為の画面としても利用できるが、これを報告書として紙へ印刷する際の報告書デザ
イン編纂のための機能としても利用できる。
【０１１９】
　関連図面／ドキュメント類関連づけ機能とは、上記の作業手順、電子的なデータエント
画面、および各作業手順で必要となる図面や、写真、動画、静止画、音声、アニメーショ
ン、各種マニュアルや、更には外部の別の情報閲覧システム、部材管理、資材発注システ
ムなどの情報を関連づけ、作業ステップ画面から直ちに呼び出せるようにする機能である
。
最後に、コンテンツバージョン管理機能は、上記のようにして作成された作業手順や関連
付けの情報などが作成された時刻印／変更者の識別子が全て記録され、その後これらの情
報が少しでも変更されると、やはり時刻印／変更者の識別子／変更の内容も全て記録され
る機能である。
【０１２０】
　ユーザ管理機能
　最後にユーザ管理機能は、主に次の２つの機能からなる。それらは、ユーザ登録機能、
権限管理機能である。
【０１２１】
　ユーザ登録機能は、本特許でカバーしようとするシステムを利用する利用者の情報（名
前、所属、年齢、使用デバイス、その他各種情報、ユーザＩＤ、パスワード、登録情報の
利用可否状態、パスワード期限、登録者情報等）を作成／修正／無効化／削除するための
機能である。
【０１２２】
　そして権限管理機能は、上記登録されたユーザに対し、本発明でカバーしようとするシ
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ステムにおいて、利用可能な機能を、利用者権限の形で制限／許可する為の機能である。
ここで与えられる権限の種類は、作業者権限、現場管理者権限、コンテンツ作成者権限、
そしてシステム管理者権限である。作業者権限は、主にモバイルコンピュータを活用し現
場で保守／保全管理作業に従事する作業者へ与えられる権限であり、基本的に作業手順の
閲覧、資産の状態の記録、動画／音声などの記録、動画通信、そして作業の進捗状態の記
録と現場管理者への報告ができる権限である。現場管理者権限は、各作業者へ作業指示を
発行し、作業指示には保守／保全管理対象資産識別子、作業手順識別子、ジョブ識別子や
作業者識別子などが含まれる。また現場管理者権限により、作業者からの作業進捗報告を
閲覧する画面を見ることができ、各報告された作業結果に対し、これを承認、却下、作業
のやり直しなどを指示することができる権限である。コンテンツ作成者は、主に作業者が
作業中に閲覧する作業手順の作成、作業手順と記録フォームとの連携、また作業手順と各
種関連情報（図面、各種マニュアル、動画、静止画など）との連携情報を生成することが
できる。さらに生成されたこれらコンテンツのバージョン管理を行い、複数サーバで運用
される場合はこれらサーバ間と、全作業員のモバイルコンピュータにおけるコンテンツの
バージョンを最新の物にするバージョン管理機能も活用することができる権限である。さ
らに作業者が現場で作成した気付き事項を受信し、閲覧する機能も活用でき、これにより
現場作業者からの気付き情報をコンテンツへ反映することができる権限である。最後にシ
ステム管理者権限は、本システムを利用する登録利用者の新規登録／内容変更／無効化／
削除が可能な権限である。
【０１２３】
　本発明は以上のような具体的機能により、下記のような実施例上の効果を奏するもので
ある。
【０１２４】
　メンテナンス業務の作業効率と作業品質の向上
　例えば、保守／保全管理の作業者は、作業現場からモバイルコンピュータにより常に最
新の作業指示、作業手順、およびそれに関連した情報を素早く閲覧することが可能となる
ので、分厚いマニュアルを持ち運んだり、毎回必要部分をコピーしたりといった苦労から
解放される。必要な情報は最小限のオペレーションにより直ちに作業者へ提示されるため
、分厚いマニュアルをめくる時間が短縮される。また作業記録も現場から直接電子的に記
録するため、これまでのように紙ベースの記録用紙を現場に持っていって手書きし、これ
を事務所に持って帰ってきてから、さらに管理用のコンピュータへ入れ直すと言う作業も
必要なくなる為、全体として作業時間が短縮され、また紙からコンピュータへの転記作業
による誤記といったヒューマンエラーも削減される。
【０１２５】
　さらに、作業員は常に最新の情報をもとに作業が可能であるため、これまで紙ベースの
マニュアルで発生していた、設計部門のバージョンに比べ、現場部門のバージョンが古い
ことによる作業ミスで、やり直し作業が発生する等の頻度も大幅に削減される。これらは
主に工程管理機能モジュール／手順管理機能モジュールと書式管理機能モジュールとが連
携することによって初めて実現される効果である。
【０１２６】
　突発的不具合の迅速対応とムダな経費の削減
　また、定期点検等と異なり、保全管理対象資産が突然故障したりした場合には、ただち
に復旧作業に当らねばならないが、例えば、たまたま現場に居合わせた作業員に十分なス
キルがなく、十分な情報が無い場合には、一次対応に非常に時間がかかる。例えば、現場
の状態を調べこれを本社へ一度連絡し、本社設計部門にて熟練者が検討を行い、再度現場
へ指示を出すとか、或いは十分な情報交換がなし得ないため、新たに問題解決に当たれる
熟練者を派遣する等の作業により問題が解決されないままどんどん時間が経過して、顧客
の満足度は大幅に低減してしまう。しかしながら本発明のシステムでは、作業員のモバイ
ルコンピュータによる動画、静止画の撮影、動画通信、さらには静止画への双方向のアノ
テーション機能による対象物の認識共有が直ちに行えるため、たとえ現地の作業員に問題



(31) JP 4918218 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

点を把握する上で注目するべきポイントが分からない場合でも、遠隔地から熟練者が的確
な指示を出すことができ、事態の把握を直ちに行うことができる。さらに復旧作業そのも
のも動画通信ヴィジュアル情報管理機能モジュールと関連づけられた、手順管理機能モジ
ュールの機能を使うことで、参照すべき電子手順の場所、図面などを本社から現地作業員
へただちに行うことができるため、たとえ現地作業員には対処のスキルが無くても遠隔作
業支援によりある程度問題解決を図ることが可能となる。したがって、従来のようにコミ
ュニケーションで時間がかかったり、新たに要員を派遣したりと言う機会が大幅に減る為
、迅速な対応が実現され、また出張経費の削減も期待できる。これはヴィジュアル情報管
理機能モジュールと手順管理機能モジュールが連携することにより始めて実現される効果
である。
【０１２７】
　ペーパーレス及び誤記・転記ミスの排除
　さらには、全ての保守／保全情報が現場からただちに電子的に記録、管理されることで
紙印刷物を大幅に減少させることができペーパーレス化へ貢献できる。また紙の記録用紙
からコンピュータへの転記時の入力ミスも防げる。
【０１２８】
　作業の透明性確保とデータの改ざん防止
　また、全ての作業は作業ステップの実施、記録の実施に併せて、作業者識別子とともに
時刻印が全て自動的に記録されるため、誰が、いつ、何をしたのかが一目瞭然である。こ
れにより作業の透明性が確保できるとともに、ユーザ管理機能により、厳密に各ユーザの
システム利用権限が管理されるため、各ユーザが勝手にデータを改ざんしたりすることを
防ぐことができる。
【０１２９】
　作業者の短期間でのスキルアップと未経験者による熟練者相当の作業の実現
　保全管理業務における現場業務の効率化、品質向上の決めては、多分に熟練作業者の長
年の経験や、それに基づくノウハウ等の技術であった。従来はこのような技術の伝承は、
熟練作業者が未熟な作業者に付き添い、現場での実際の作業を実地で指示しながら長い時
間かけて教育することにより達成されてきた。しかしながら近年このような熟練作業者は
高齢化し、十分にその技術を伝承できぬまま引退し始めているため、その数は大幅に減り
つつ有る。一方で保全管理対象物は増加の一途を辿り、保全管理要員の増強が必要では有
るが、その教育が追いつかず、十分な数の要員を設備の増加に併せて用意できなくなって
きていると言う問題が有る。本システムはこのような熟練作業者の頭に入っていた手順や
関連情報との連携情報等が電子化され、格納されており、作業員へリアルタイムかつオン
タイムで提供される。また作業手順が作業者に対し、様々な関連情報（図面、各種ドキュ
メント、動画、静止画、写真、音声、アニメーション）とともに提示されるため、作業の
内容を自己学習する為の道具としても活用でき、熟練作業員が現場へ付き添わずとも効率
的に自己学習できる。さらには、学習者が現場において迷った場合は動画通信を利用して
熟練者へ尋ねることもでき、遠隔学習支援の機能も実現可能である。
【０１３０】
　本発明のこれらの実施形態は、全ての点において制限的ではなく例示的であると見なさ
れ、本発明の範囲は、以上の説明ではなく特許請求の範囲によって示される。特許請求の
範囲と同等の意味及び範囲に入る全ての変更は、それに包含されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】保守管理又は検査システムを構成するソフトウエア機能の構成概念図
【図２】中規模資産への適用が好ましい保守管理又は検査システムの機能概念図
【図３】小規模資産への適用が好ましい保守管理又は検査システムの機能概念図
【図４】資産規模に応じた保守管理又は検査システムの機能概念図
【図５】ジョブ識別ＩＤの内容説明図
【図６】手順管理機能モジュールサーバの作業識別ＩＤの内容説明図
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【図７】工程管理モジュールと手順管理モジュール間での情報の受け渡し説明図
【図８】複数ヴィジュアル情報管理機能モジュール間での情報の受け渡し説明図
【図９】書式管理機能モジュールとヴィジュアル情報管理機能モジュール間での情報の受
け渡し説明図
【図１０】コンピュータ保守管理システムモジュールの機能概念図
【図１１】電子実行サポートシステムモジュールの機能概念図
【図１２】書式管理システムモジュールの機能概念図
【図１３】結合電子実行サポートシステム／書式管理システムクライアントを備えた書式
管理システムの機能概念図
【図１４】映像メッセージ伝達システムの機能概念図
【図１５】二地点間クライアント通信を備えた映像メッセージ伝達システムの機能概念図
【図１６】コンピュータ保守管理システムから電子実行サポートシステムへのユーザイン
タフェースの好ましい実施形態を示す図
【図１７】コンピュータ保守管理システムから電子実行サポートシステムへのインタフェ
ースの好ましい実施形態に対する処理の流れ図
【図１８】コンピュータ保守管理システムから電子実行サポートシステムへのインタフェ
ースの代替実施形態に対する処理の流れ図
【図１９】コンピュータ保守管理システムから電子実行サポートシステムへのインタフェ
ースの別の実施形態に対する処理の流れ図
【図２０】書式管理システム及びコンピュータ保守管理システム／電子実行サポートシス
テムインターフェースを示す図
【図２１】電子実行サポートシステムから書式管理システムへのインタフェースの別の実
施形態に対する処理の流れ図
【図２２】コンピュータ保守管理システムから書式管理システムへのインタフェースの別
の実施形態に対する処理の流れ図
【図２３】他のソフトウエアから書式管理システムへのインタフェースの別の実施形態に
対する処理の流れ図
【図２４】書式管理システムスタンドアローン／クライアントインタフェースの更に別の
実施形態を示す図
【図２５】コンピュータ保守管理システムから映像メッセージ伝達システムへのインタフ
ェースの好ましい実施形態を示す図
【図２６】電子実行サポートシステム及び映像メッセージ伝達システム間のインタフェー
スに対する好ましい実施形態を示す図
【図２７】映像メッセージ伝達システムから電子実行サポートシステムへのインタフェー
スに対する好ましい実施形態を示す図
【符号の説明】
【０１３２】
　１０１　ホストサーバ
　１５０　クライアント
　１０２　工程管理機能モジュール（コンピュータ保守管理システム）
　１０３　手順管理機能モジュール（電子実行サポートシステム）
　１０４　ヴィジュアル情報管理機能モジュール（映像メッセージ伝達システム）
　１０５　書式管理機能モジュール（書式管理システム）
　１０６　工程管理機能モジュール／書式管理機能モジュール間インタフェース
　１０７　手順管理機能モジュール／書式管理機能モジュール間インタフェース
　１０８　手順管理機能モジュール／映像メッセージ伝達システム間インタフェース
　１０９　工程管理機能モジュール／映像メッセージ伝達システム間インタフェース
　１１０　工程管理機能モジュールム／手順管理機能モジュール間インタフェース
　１１１　映像メッセージ伝達システム／書式管理機能モジュール間インタフェース
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